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(57)【要約】
撮像手段（１０）により得られた画像を鳥瞰視画像に視
点変換する画像変換手段（３１）と、影光学系に付着し
た水滴を検出する水滴検出手段（４０）と、異なる時刻
の鳥瞰視画像の差分画像に基づいて立体物を検出する第
１立体物検出手段（３３）と、前記第１立体物検出手段
により検出された立体物が他車両であるか否かを判断す
る第１立体物判断手段（３８）と、前記水滴検出手段に
より検出された水滴の付着状態に応じて、水滴除去手段
（４１）を動作させる制御手段（３９）と、を備える立
体物検出装置。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影光学系を含み所定領域を撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段により得られた画像中の任意の着目点と、当該着目点を中心とする所定半
径の仮想円の内部に複数の第１参照点と、前記仮想円の外部に前記第１参照点に対応する
複数の第２参照点と、をそれぞれ設定し、前記第１参照点と前記第２参照点との間のエッ
ジ情報を検出し、これらのエッジ情報の円形性の強さを判断することで、前記撮影光学系
に付着した水滴を検出する水滴検出手段と、を備える水滴検出装置。
【請求項２】
　前記水滴検出手段は、
　前記仮想円の内部の上側中央部と、上側左部と、上側右部と、下側左部又は下側右部の
少なくともいずれか一方と、を前記第１参照点として設定する請求項１に記載の水滴検出
装置。
【請求項３】
　前記水滴検出手段は、前記複数の第１参照点と前記複数の第２参照点との間にエッジ情
報が検出される割合が大きいほど前記円形性の強さを強いと判断する請求項１又は２に記
載の水滴検出装置。
【請求項４】
　撮影光学系を含み所定領域を撮像する撮像手段と、
　前記撮像手段により得られた画像を鳥瞰視画像に視点変換する画像変換手段と、
　前記画像中の任意の着目点と、当該着目点を中心とする所定半径の仮想円の内部に複数
の第１参照点と、前記仮想円の外部に前記第１参照点に対応する複数の第２参照点と、を
それぞれ設定し、前記第１参照点と前記第２参照点との間のエッジ情報を検出し、これら
のエッジ情報の円形性の強さを判断することで、前記撮影光学系に付着した水滴を検出す
る水滴検出手段と、
　前記画像変換手段により得られた前記鳥瞰視画像上で、前記鳥瞰視画像に視点変換した
際に立体物が倒れ込む方向において輝度差が所定の第１閾値以上の画素の分布情報を検出
し、前記立体物が倒れ込む方向における前記画素の分布の度合いが所定の第２閾値以上で
ある場合に、前記画素の分布情報に基づいて立体物を検出する立体物検出手段と、
　前記立体物検出手段により検出された検知領域内の立体物が他車両であるか否かを判断
する立体物判断手段と、
　前記水滴検出手段により検出された検知領域内における水滴の付着状態に応じて、車両
を制御する制御手段と、を備える立体物検出装置。
【請求項５】
　前記撮影光学系に付着した水滴を除去する水滴除去手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により検出された検知領域内における水滴の付着状
態に応じて、前記水滴除去手段を動作させる請求項４に記載の立体物検出装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により検出された水滴の個数が多いほど前記水滴除
去手段の動作時間を長く設定する請求項５に記載の立体物検出装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記画像中の前記所定領域内において前記水滴が検出された場合に、
前記水滴除去手段を動作させる請求項５又は６に記載の立体物検出装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、環境の明るさが所定値以下の場合に前記水滴除去手段を動作させる請
求項５～７のいずれか一項に記載の立体物検出装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により検出された水滴の付着状態に応じて、前記立
体物検出手段による立体物の検出を抑制または、前記立体物判断手段により前記立体物が
他車両であると判断されることを抑制する請求項４に記載の立体物検出装置。
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【請求項１０】
　前記水滴検出手段は、前記複数の第１参照点と前記複数の第２参照点との間にエッジ情
報が検出される割合が大きいほど前記円形性の強さを強いと判断し、
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により検出された円形性が強いほど、前記立体物検
出手段の検出時間を相対的に長く設定する請求項４～９のいずれか一項に記載の立体物検
出装置。
【請求項１１】
　前記立体物検出手段は、
　前記画像変換手段により得られた異なる時刻の鳥瞰視画像の位置を鳥瞰視上で位置合わ
せし、当該位置合わせされた鳥瞰視画像の差分画像上で、前記所定領域内に予め設定され
た検知領域内の所定の差分を示す画素数をカウントして度数分布化することで差分波形情
報を生成し、前記差分波形情報に基づいて立体物を検出する第１立体物検出部を含み、
　前記差分波形情報が所定の第１閾値α以上である場合に立体物を検出し、
　前記制御手段は、
　前記水滴検出手段により水滴が検出された場合には、前記立体物が検出され難いように
前記第１閾値αを高く変更する制御命令を生成し、当該制御命令を前記第１立体物検出部
に出力する請求項４に記載の立体物検出装置。
【請求項１２】
　前記第１立体物検出部は、前記差分波形情報が所定の第１閾値α以上である場合に立体
物を検出し、
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により水滴が検出された場合には、前記鳥瞰視画像
の差分画像上において所定の差分を示す画素数をカウントして度数分布化された値を低く
する制御命令を生成し、当該制御命令を前記第１立体物検出部に出力する請求項１１に記
載の立体物検出装置。
【請求項１３】
　前記第１立体物検出部は、閾値ｐ以上の画素値を示す画素数を前記所定の差分を示す画
素数として抽出し、
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により水滴が検出された場合には、前記立体物が検
出され難いように前記閾値ｐを高く変更する制御命令を生成し、当該制御命令を前記第１
立体物検出部に出力する請求項１１又は１２に記載の立体物検出装置。
【請求項１４】
　前記第１立体物検出部は、閾値ｐ以上の画素値を示す画素数を前記所定の差分を示す画
素数として抽出し、
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により水滴が検出された場合には、前記鳥瞰視画像
を視点変換した際に立体物が倒れ込む方向に沿って、前記差分画像上において抽出される
画素数を低く変更して出力する制御命令を生成し、当該制御命令を前記第１立体物検出部
に出力する請求項１１～１３のいずれか一項に記載の立体物検出装置。
【請求項１５】
　前記立体物検出手段は、
　前記画像変換手段により得られた鳥瞰視画像から前記所定領域内に予め設定された検知
領域内のエッジ情報を検出し、前記エッジ情報に基づいて立体物を検出する第２立体物検
出部を含み、
　所定閾値ｔ以上の輝度差を示す画素に基づいてエッジ線を抽出し、
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により水滴が検出された場合には、前記立体物が検
出され難いように前記所定閾値ｔを高く変更する制御命令を生成し、当該制御命令を前記
第２立体物検出部に出力する請求項４に記載の立体物検出装置。
【請求項１６】
　前記第２立体物検出部は、所定閾値ｔ以上の輝度差を示す画素に基づいてエッジ線を抽
出し、
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により水滴が検出された場合には、前記画素の輝度
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値を低くする制御命令を生成し、当該制御命令を前記第２立体物検出部に出力する請求項
１５に記載の立体物検出装置。
【請求項１７】
　前記第２立体物検出部は、前記エッジ情報に含まれる閾値θ以上の長さを有する前記エ
ッジ線に基づいて立体物を検出し、
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により水滴が検出された場合には、前記立体物が検
出され難いように前記閾値θを高く変更する制御命令を生成し、当該制御命令を前記第２
立体物検出部に出力する請求項１５又は１６に記載の立体物検出装置。
【請求項１８】
　前記第２立体物検出部は、前記エッジ情報に含まれる閾値θ以上の長さを有する前記エ
ッジ線に基づいて立体物を検出し、
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により水滴が検出された場合には、前記検出したエ
ッジ情報に含まれるエッジの長さの値を低く出力する制御命令を生成し、当該制御命令を
前記第２立体物検出部に出力する請求項１５～１７のいずれか一項に記載の立体物検出装
置。
【請求項１９】
　前記第２立体物検出部は、前記エッジ情報に含まれる所定長さ以上のエッジ線の本数が
第２閾値β以上であるか否かの判断に基づいて立体物を検出し、
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により水滴が検出された場合には、前記立体物が検
出され難いように前記第２閾値βを高く変更する制御命令を生成し、当該制御命令を前記
第２立体物検出部に出力する請求項１５～１８のいずれか一項に記載の立体物検出装置。
【請求項２０】
　前記第２立体物検出部は、前記エッジ情報に含まれる所定長さ以上のエッジ線の本数が
第２閾値β以上であるか否かの判断に基づいて立体物を検出し、
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により水滴が検出された場合には、前記検出した所
定長さ以上のエッジ線の本数を低く出力する制御命令を生成し、当該制御命令を前記第２
立体物検出部に出力する請求項１５～１８のいずれか一項に記載の立体物検出装置。
【請求項２１】
　前記制御手段は、前記画像中の前記所定領域内において前記水滴が検出された場合に、
前記立体物を他車両であると判断することを抑制する請求項４～２０のいずれか一項に記
載の立体物検出装置。
【請求項２２】
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により検出された水滴の個数が多いほど前記立体物
を他車両であると判断することの抑制度合を高くする請求項４～２１のいずれか一項に記
載の立体物検出装置。
【請求項２３】
　前記制御手段は、環境の明るさが所定値以下の場合に前記立体物を他車両であると判断
することを抑制する請求項４～２２に記載の立体物検出装置。
【請求項２４】
　前記立体物判断手段は、前記検出された立体物の移動速度が予め設定された所定速度以
上である場合に、当該立体物を他車両であると判断し、
　前記制御手段は、前記水滴検出手段により水滴が検出された場合には、
　ａ）立体物を他車両であると判断する際の下限となる前記所定速度を高くする制御命令
を生成し、当該制御命令を前記立体物判断手段に出力するか、
　ｂ）前記立体物を他車両であると判断する際の下限となる前記所定速度と比較される前
記立体物の移動速度を低く変更して出力する制御命令を生成し、当該制御命令を前記立体
物判断手段に出力するか、
　ｃ）前記立体物を他車両であると判断する際の上限となる前記所定速度を低く変更する
制御命令を生成し、当該制御命令を前記立体物判断手段に出力するか、
　ｄ）前記立体物を他車両であると判断する際の上限となる前記所定速度と比較される前
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記立体物の移動速度を高く変更する制御命令を生成し、当該制御命令を前記立体物判断手
段に出力するか、の少なくとも一を実行する請求項４～２３のいずれか一項に記載の立体
物検出装置。
【請求項２５】
　撮影光学系を含む撮像手段の前記撮影光学系に付着した水滴を検出する方法であって、
　前記撮像手段により取得された撮像画像中の任意の着目点と、当該着目点を中心とする
所定半径の仮想円の内部に複数の第１参照点と、前記仮想円の外部に前記第１参照点に対
応する複数の第２参照点と、をそれぞれ設定し、
　前記第１参照点と前記第２参照点との間のエッジ情報を検出し、
　これらのエッジ情報が所定条件を満たす場合に前記仮想円に相当する部位に水滴が付着
していると判断する水滴検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水滴検出装置及び水滴検出装置を用いた立体物検出装置に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＣＤカメラを用いた車載用監視装置において、車両に付着した雨滴を撮像するための
近距離用の第１の焦点距離と、車両の周辺を撮像するための遠距離用の第２の焦点距離と
を採り得るレンズと、レンズの焦点距離を第１の焦点距離と第２の焦点距離とに切り換え
可能なカメラ部とを備え、雨滴の有無を検出する場合は第１の焦点距離に切り換え、車両
の周辺を監視する場合は第２の焦点距離に切り換えるものが知られている（特許文献１参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２２５２５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来技術のように雨滴を検出するためにレンズの焦点距離を切り換
える必要があるため、切換中は物体の検出を行うことができないという問題がある。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、不検出期間が生じることなく水滴を検出できる水滴
検出装置及び水滴検出装置を用いた立体物検出装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、撮像手段の撮影光学系に水滴が付着したか否かを検出し、水滴が付着した場
合はその状態に応じて車両を制御することにより、上記課題を解決する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、水滴の付着状況に応じて車両を制御、たとえば水滴の付着が多い場合
はその水滴を除去したり、立体物又は他車両であることの検出を抑制したりすることで、
水滴による誤検出を防止して立体物を検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の立体物検出装置を適用した一実施の形態に係る車両の概略構成図である
。
【図２】図１の車両の走行状態を示す平面図（差分波形情報による立体物検出）である。
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【図３】図１の計算機の第１実施形態の詳細を示すブロック図である。
【図４】図３の位置合わせ部の処理の概要を説明するための図であり、（ａ）は車両の移
動状態を示す平面図、（ｂ）は位置合わせの概要を示す画像である。
【図５】図３の第１立体物検出部による差分波形の生成の様子を示す概略図である。
【図６】図３の第１立体物検出部によって分割される小領域を示す図である。
【図７】図３の第１立体物検出部により得られるヒストグラムの一例を示す図である。
【図８】図３の第１立体物検出部による重み付けを示す図である。
【図９】図３のスミア検出部による処理及びそれによる差分波形の算出処理を示す図であ
る。
【図１０】図３の第１立体物検出部により得られるヒストグラムの他の例を示す図である
。
【図１１】図３の視点変換部、位置合わせ部、スミア検出部及び第１立体物検出部により
実行される差分波形情報を用いた立体物検出方法を示すフローチャート（その１）である
。
【図１２】図３の視点変換部、位置合わせ部、スミア検出部及び第１立体物検出部により
実行される差分波形情報を用いた立体物検出方法を示すフローチャート（その２）である
。
【図１３】図１の車両の走行状態を示す図（エッジ情報による立体物検出）であり、（ａ
）は検出領域等の位置関係を示す平面図、（ｂ）は実空間における検出領域等の位置関係
を示す斜視図である。
【図１４】図３の輝度差算出部の動作を説明するための図であり、（ａ）は鳥瞰視画像に
おける注目線、参照線、注目点及び参照点の位置関係を示す図、（ｂ）は実空間における
注目線、参照線、注目点及び参照点の位置関係を示す図である。
【図１５】図３の輝度差算出部の詳細な動作を説明するための図であり、（ａ）は鳥瞰視
画像における検出領域を示す図、（ｂ）は鳥瞰視画像における注目線、参照線、注目点及
び参照点の位置関係を示す図である。
【図１６】エッジ線とエッジ線上の輝度分布を示す図であり、（ａ）は検出領域に立体物
（車両）が存在している場合の輝度分布を示す図、（ｂ）は検出領域に立体物が存在しな
い場合の輝度分布を示す図である。
【図１７】図３の視点変換部、輝度差算出部、エッジ線検出部及び第２立体物検出部によ
り実行されるエッジ情報を用いた立体物検出方法を示すフローチャート（その１）である
。
【図１８】図３の視点変換部、輝度差算出部、エッジ線検出部及び第２立体物検出部によ
り実行されるエッジ情報を用いた立体物検出方法を示すフローチャート（その２）である
。
【図１９】エッジ検出動作を説明するための画像例を示す図である。
【図２０】図３の立体物判断部及び制御部の制御手順を示すフローチャートである。
【図２１】水滴個数に対するエアブローＯＦＦ時間の関係を示す制御マップの一例である
。
【図２２】水滴個数に応じて設定されたエアブローＯＮ／ＯＦＦを示すタイムチャートの
一例である。
【図２３】図３の水滴除去装置を示すブロック図である。
【図２４Ａ】図３のカメラ及び水滴除去装置を示す斜視図である。
【図２４Ｂ】図２４Ａの２４Ｂ矢視図である。
【図２５】図２４Ａに示すカメラ及び水滴除去装置を示す一部破断斜視図である。
【図２６】図２０の水滴検出処理における着目点及び参照点の設定例を示す図である。
【図２７】図２０の水滴検出処理（ステップＳ４１）のサブルーチンを示すフローチャー
トである。
【図２８】図３の位置合わせ部の処理の他例を説明するための図（その１）である。
【図２９】図３の位置合わせ部の処理の他例を説明するための図（その２）である。
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【図３０】図３の位置合わせ部の処理の他例を説明するための図（その３）である。
【図３１】図１の計算機の第２実施形態の詳細を示すブロック図である。
【図３２】図３１の立体物判断部の制御手順を示すフローチャートである。
【図３３】水滴個数に対する第１閾値αと第２閾値βの関係を示す制御マップの一例であ
る。
【図３４】水滴個数に対する第１閾値αと第２閾値βの関係を示す制御マップの他例であ
る。
【図３５】水滴個数に対する第１閾値αと第２閾値βの関係を示す制御マップの他例であ
る。
【図３６】水滴個数に対する第１閾値αと第２閾値βの関係を示す制御マップの他例であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　図１は、本発明の立体物検出装置１を適用した一実施の形態に係る車両の概略構成図で
あり、本例の立体物検出装置１は、自車両Ｖが車線変更する際に接触の可能性がある他車
両を検出し、移動距離を算出することを目的とする。このため、以下説明する一例は、立
体物検出装置１を車両Ｖに搭載し、後続車を検出対象の立体物とする例を示すこととする
。同図に示すように、本例の立体物検出装置１は、カメラ１０と、車速センサ２０と、計
算機３０と、水滴検出部４０とを備える。
【００１０】
　カメラ１０は、図１に示すように車両Ｖの後方における高さｈの箇所において、光軸が
水平から下向きに角度θとなるように車両Ｖに取り付けられている。カメラ１０は、この
位置から車両Ｖの周囲環境のうちの所定領域を撮像する。車速センサ２０は、車両Ｖの走
行速度を検出するものであって、例えば車輪に回転数を検知する車輪速センサで検出した
車輪速から車速度を算出する。計算機３０は、車両後方の立体物を検出するとともに、本
例ではその立体物について移動距離及び移動速度を算出する。水滴検出部４０は、カメラ
１０のレンズなどの撮影光学系に付着した雨滴などの水滴の有無を検出するものであり、
その詳細は後述する。
【００１１】
　図２は、図１の車両Ｖの走行状態を示す平面図である。同図に示すように、カメラ１０
は、所定の画角ａで車両後方側を撮像する。このとき、カメラ１０の画角ａは、自車両Ｖ
が走行する車線に加えて、その左右の車線についても撮像可能な画角に設定されている。
以下、本発明に係る立体物検出装置の第１実施形態を図３～図３０を参照して説明し、同
じく第２実施形態を図３１～図３６を参照して説明する。
【００１２】
＜第１実施形態＞
　図３は、図１の計算機３０の詳細を示すブロック図である。なお、図３においては、接
続関係を明確とするためにカメラ１０、車速センサ２０、水滴検出部４０及び水滴除去装
置４１についても図示する。
【００１３】
　図３に示すように、計算機３０は、視点変換部３１と、位置合わせ部３２と、第１立体
物検出部３３と、スミア検出部３４と、輝度差算出部３５と、エッジ線検出部３６と、第
２立体物検出部３７と、立体物判断部３８と、制御部３９とを備える。このうち、視点変
換部３１、スミア検出部３４、位置合わせ部３２及び第１立体物検出部３３が後述する差
分波形情報を利用した立体物の検出ブロックＡに関する構成部であり、視点変換部３１、
輝度差算出部３５、エッジ線検出部３６及び第２立体物検出部３７が後述するエッジ情報
を利用した立体物の検出ブロックＢに関する構成部である。以下、最初にそれぞれの構成
部について説明する。
【００１４】
《差分波形情報による立体物の検出》
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　本実施形態の立体物検出装置１は、車両後方を撮像する単眼のカメラ１により得られた
画像情報に基づいて車両後方の右側検出領域又は左側検出領域に存在する立体物を検出す
る。
【００１５】
　視点変換部３１は、カメラ１０による撮像にて得られた所定領域の撮像画像データを入
力し、入力した撮像画像データを鳥瞰視される状態の鳥瞰画像データに視点変換する。鳥
瞰視される状態とは、上空から例えば鉛直下向きに見下ろす仮想カメラの視点から見た状
態である。この視点変換は、例えば特開２００８－２１９０６３号公報に記載されるよう
にして実行することができる。撮像画像データを鳥瞰視画像データに視点変換するのは、
立体物に特有の鉛直エッジは鳥瞰視画像データへの視点変換により特定の定点を通る直線
群に変換されるという原理に基づき、これを利用すれば平面物と立体物とを識別できるか
らである。なお、視点変換部３１による画像変換処理の結果は、後述するエッジ情報によ
る立体物の検出においても利用される。
【００１６】
　位置合わせ部３２は、視点変換部３１の視点変換により得られた鳥瞰画像データを順次
入力し、入力した異なる時刻の鳥瞰画像データの位置を合わせる。図４は、位置合わせ部
３２の処理の概要を説明するための図であり、（ａ）は車両Ｖの移動状態を示す平面図、
（ｂ）は位置合わせの概要を示す画像である。
【００１７】
　図４（ａ）に示すように、現時刻の自車両ＶがＶ１に位置し、一時刻前の自車両ＶがＶ
２に位置していたとする。また、自車両Ｖの後側方向に他車両Ｖが位置して自車両Ｖと並
走状態にあり、現時刻の他車両ＶがＶ３に位置し、一時刻前の他車両ＶがＶ４に位置して
いたとする。さらに、自車両Ｖは、一時刻で距離ｄ移動したものとする。なお、一時刻前
とは、現時刻から予め定められた時間（例えば１制御周期）だけ過去の時刻であってもよ
いし、任意の時間だけ過去の時刻であってもよい。
【００１８】
　このような状態において、現時刻における鳥瞰画像ＰＢｔは図４（ｂ）に示すようにな
る。この鳥瞰画像ＰＢｔでは、路面上に描かれる白線については矩形状となり、比較的正
確に平面視された状態となるが、他車両Ｖ３については倒れ込みが発生する。また、一時
刻前における鳥瞰画像ＰＢｔ－１についても同様に、路面上に描かれる白線については矩
形状となり、比較的正確に平面視された状態となるが、他車両Ｖ４については倒れ込みが
発生する。既述したとおり、立体物の鉛直エッジ（厳密な意味の鉛直エッジ以外にも路面
から三次元空間に立ち上がったエッジを含む）は、鳥瞰視画像データへの視点変換処理に
よって倒れ込み方向に沿った直線群として現れるのに対し、路面上の平面画像は鉛直エッ
ジを含まないので、視点変換してもそのような倒れ込みが生じないからである。
【００１９】
　位置合わせ部３２は、上記のような鳥瞰画像ＰＢｔ，ＰＢｔ－１の位置合わせをデータ
上で実行する。この際、位置合わせ部３２は、一時刻前における鳥瞰画像ＰＢｔ－１をオ
フセットさせ、現時刻における鳥瞰画像ＰＢｔと位置を一致させる。図４（ｂ）の左側の
画像と中央の画像は、移動距離ｄ’だけオフセットした状態を示す。このオフセット量ｄ
’は、図４（ａ）に示した自車両Ｖの実際の移動距離ｄに対応する鳥瞰視画像データ上の
移動量であり、車速センサ２０からの信号と一時刻前から現時刻までの時間に基づいて決
定される。
【００２０】
　また、位置合わせ後において位置合わせ部３２は、鳥瞰画像ＰＢｔ，ＰＢｔ－１の差分
をとり、差分画像ＰＤｔのデータを生成する。ここで、差分画像ＰＤｔの画素値は、鳥瞰
画像ＰＢｔ，ＰＢｔ－１の画素値の差を絶対値化したものでもよいし、照度環境の変化に
対応するために当該絶対値が所定の閾値を超えたときに「１」とし、超えないときに「０
」としてもよい。図４（ｂ）の右側の画像が、差分画像ＰＤｔである。なお、本例の位置
合わせ部３２は、異なる時刻の鳥瞰視画像の位置を鳥瞰視上で位置合わせし、その位置合
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わせされた鳥瞰視画像を得るが、この位置合わせ処理は、検出対象の種別や要求される検
出精度に応じた精度で行うことができる。同一時刻及び同一位置を基準に位置を合わせる
といった厳密な位置合わせ処理であってもよいし、各鳥瞰視画像の座標を把握するという
程度の緩い位置合わせ処理であってもよい。
【００２１】
　図３に戻り、第１立体物検出部３３は、図４（ｂ）に示す差分画像ＰＤｔのデータに基
づいて立体物を検出する。この際、本例の第１立体物検出部３３は、実空間上における立
体物の移動距離についても算出する。立体物の検出及び移動距離の算出にあたり、第１立
体物検出部３３は、まず差分波形を生成する。なお、立体物の時間あたりの移動距離は、
立体物の移動速度の算出に用いられる。そして、立体物の移動速度は、立体物が車両であ
るか否かの判断に用いることができる。
【００２２】
　差分波形の生成にあたって第１立体物検出部３３は、差分画像ＰＤｔにおいて検出領域
を設定する。本例の立体物検出装置１は、自車両Ｖの運転手が注意を払う他車両ＶＸであ
り、特に、自車両Ｖが車線変更する際に接触の可能性がある自車両Ｖが走行する車線の隣
の車線を走行する他車両ＶＸを検出対象物として検出する。このため、画像情報に基づい
て立体物を検出する本例では、カメラ１により得られた画像のうち、自車両Ｖの右側及び
左側に二つの検出領域を設定する。具体的に本例では、図２に示すように自車両Ｖの後側
方に矩形状の検出領域Ａ１，Ａ２を設定する。この検出領域Ａ１，Ａ２において検出され
た他車両ＶＸは、自車両Ｖが走行する車線の隣の隣接車線を走行する障害物として検出さ
れる。なお、このような検出領域Ａ１，Ａ２は、自車両Ｖに対する相対位置から設定して
もよいし、白線の位置を基準に設定してもよい。白線の位置を基準に設定する場合に、移
動距離検出装置１は、例えば既存の白線認識技術等を利用するとよい。
【００２３】
　また、第１立体物検出部３３は、設定した検出領域Ａ１，Ａ２の自車両Ｖ側における辺
（走行方向に沿う辺）を接地線Ｌ１，Ｌ２として認識する。一般に接地線は立体物が地面
に接触する線を意味するが、本実施形態では地面に接触する線でなく上記の如くに設定さ
れる。なおこの場合であっても、経験上、本実施形態に係る接地線と、本来の他車両Ｖの
位置から求められる接地線との差は大きくなり過ぎず、実用上は問題が無い。
【００２４】
　図５は、図３に示す第１立体物検出部３３による差分波形の生成の様子を示す概略図で
ある。図５に示すように、第１立体物検出部３３は、位置合わせ部３２で算出した差分画
像ＰＤｔ（図４（ｂ）の右図）のうち検出領域Ａ１，Ａ２に相当する部分から、差分波形
ＤＷｔを生成する。この際、第１立体物検出部３３は、視点変換により立体物が倒れ込む
方向に沿って、差分波形ＤＷｔを生成する。なお、図５に示す例では、便宜上検出領域Ａ
１のみを用いて説明するが、検出領域Ａ２についても同様の手順で差分波形ＤＷｔを生成
する。
【００２５】
　具体的に説明すると、まず第１立体物検出部３３は、差分画像ＰＤｔのデータ上におい
て立体物が倒れ込む方向上の線Ｌａを定義する。そして、第１立体物検出部３３は、線Ｌ
ａ上において所定の差分を示す差分画素ＤＰの数をカウントする。ここで、所定の差分を
示す差分画素ＤＰは、差分画像ＰＤｔの画素値が鳥瞰画像ＰＢｔ，ＰＢｔ－１の画素値の
差を絶対値化したものである場合は、所定の閾値を超える画素であり、差分画像ＰＤｔの
画素値が「０」「１」で表現されている場合は、「１」を示す画素である。
【００２６】
　第１立体物検出部３３は、差分画素ＤＰの数をカウントした後、線Ｌａと接地線Ｌ１と
の交点ＣＰを求める。そして、第１立体物検出部３３は、交点ＣＰとカウント数とを対応
付け、交点ＣＰの位置に基づいて横軸位置、すなわち図５右図の上下方向軸における位置
を決定するとともに、カウント数から縦軸位置、すなわち図５右図の左右方向軸における
位置を決定し、交点ＣＰにおけるカウント数としてプロットする。
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【００２７】
　以下同様に、第１立体物検出部３３は、立体物が倒れ込む方向上の線Ｌｂ，Ｌｃ…を定
義して、差分画素ＤＰの数をカウントし、各交点ＣＰの位置に基づいて横軸位置を決定し
、カウント数（差分画素ＤＰの数）から縦軸位置を決定しプロットする。第１立体物検出
部３３は、上記を順次繰り返して度数分布化することで、図５右図に示すように差分波形
ＤＷｔを生成する。
【００２８】
　なお、図５左図に示すように、立体物が倒れ込む方向上の線Ｌａと線Ｌｂとは検出領域
Ａ１と重複する距離が異なっている。このため、検出領域Ａ１が差分画素ＤＰで満たされ
ているとすると、線Ｌｂ上よりも線Ｌａ上の方が差分画素ＤＰの数が多くなる。このため
、第１立体物検出部３３は、差分画素ＤＰのカウント数から縦軸位置を決定する場合に、
立体物が倒れ込む方向上の線Ｌａ，Ｌｂと検出領域Ａ１とが重複する距離に基づいて正規
化する。具体例を挙げると、図５左図において線Ｌａ上の差分画素ＤＰは６つあり、線Ｌ
ｂ上の差分画素ＤＰは５つである。このため、図５においてカウント数から縦軸位置を決
定するにあたり、第１立体物検出部３３は、カウント数を重複距離で除算するなどして正
規化する。これにより、差分波形ＤＷｔに示すように、立体物が倒れ込む方向上の線Ｌａ
，Ｌｂに対応する差分波形ＤＷｔの値はほぼ同じとなっている。
【００２９】
　差分波形ＤＷｔの生成後、第１立体物検出部３３は一時刻前の差分波形ＤＷｔ－１との
対比により移動距離を算出する。すなわち、第１立体物検出部３３は、差分波形ＤＷｔ，
ＤＷｔ－１の時間変化から移動距離を算出する。
【００３０】
　詳細に説明すると、第１立体物検出部３３は、図６に示すように差分波形ＤＷｔを複数
の小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎ（ｎは２以上の任意の整数）に分割する。図６は、第１立体
物検出部３３によって分割される小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎを示す図である。小領域ＤＷ

ｔ１～ＤＷｔｎは、例えば図６に示すように、互いに重複するようにして分割される。例
えば小領域ＤＷｔ１と小領域ＤＷｔ２とは重複し、小領域ＤＷｔ２と小領域ＤＷｔ３とは
重複する。
【００３１】
　次いで、第１立体物検出部３３は、小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎ毎にオフセット量（差分
波形の横軸方向（図６の上下方向）の移動量）を求める。ここで、オフセット量は、一時
刻前における差分波形ＤＷｔ－１と現時刻における差分波形ＤＷｔとの差（横軸方向の距
離）から求められる。この際、第１立体物検出部３３は、小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎ毎に
、一時刻前における差分波形ＤＷｔ－１を横軸方向に移動させた際に、現時刻における差
分波形ＤＷｔとの誤差が最小となる位置（横軸方向の位置）を判定し、差分波形ＤＷｔ－

１の元の位置と誤差が最小となる位置との横軸方向の移動量をオフセット量として求める
。そして、第１立体物検出部３３は、小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎ毎に求めたオフセット量
をカウントしてヒストグラム化する。
【００３２】
　図７は、第１立体物検出部３３により得られるヒストグラムの一例を示す図である。図
７に示すように、各小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎと一時刻前における差分波形ＤＷｔ－１と
の誤差が最小となる移動量であるオフセット量には、多少のバラつきが生じる。このため
、第１立体物検出部３３は、バラつきを含んだオフセット量をヒストグラム化し、ヒスト
グラムから移動距離を算出する。この際、第１立体物検出部３３は、ヒストグラムの極大
値から立体物の移動距離を算出する。すなわち、図７に示す例において第１立体物検出部
３３は、ヒストグラムの極大値を示すオフセット量を移動距離τ＊と算出する。なおこの
移動距離τ＊は、自車両Ｖに対する他車両Ｖの相対移動距離である。このため、第１立体
物検出部３３は、絶対移動距離を算出する場合には、得られた移動距離τ＊と車速センサ
２０からの信号とに基づいて、絶対移動距離を算出することとなる。
【００３３】
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　なお、ヒストグラム化にあたり第１立体物検出部３３は、複数の小領域ＤＷｔ１～ＤＷ

ｔｎ毎に重み付けをし、小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎ毎に求めたオフセット量を重みに応じ
てカウントしてヒストグラム化してもよい。図８は、第１立体物検出部３３による重み付
けを示す図である。
【００３４】
　図８に示すように、小領域ＤＷｍ（ｍは１以上ｎ－１以下の整数）は平坦となっている
。すなわち、小領域ＤＷｍは所定の差分を示す画素数のカウントの最大値と最小値との差
が小さくなっている。第１立体物検出部３３は、このような小領域ＤＷｍについて重みを
小さくする。平坦な小領域ＤＷｍについては、特徴がなくオフセット量の算出にあたり誤
差が大きくなる可能性が高いからである。
【００３５】
　一方、小領域ＤＷｍ＋ｋ（ｋはｎ－ｍ以下の整数）は起伏に富んでいる。すなわち、小
領域ＤＷｍは所定の差分を示す画素数のカウントの最大値と最小値との差が大きくなって
いる。第１立体物検出部３３は、このような小領域ＤＷｍについて重みを大きくする。起
伏に富む小領域ＤＷｍ＋ｋについては、特徴的でありオフセット量の算出を正確に行える
可能性が高いからである。このように重み付けすることにより、移動距離の算出精度を向
上することができる。
【００３６】
　なお、移動距離の算出精度を向上するために上記実施形態では差分波形ＤＷｔを複数の
小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎに分割したが、移動距離の算出精度がさほど要求されない場合
は小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎに分割しなくてもよい。この場合に、第１立体物検出部３３
は、差分波形ＤＷｔと差分波形ＤＷｔ－１との誤差が最小となるときの差分波形ＤＷｔの
オフセット量から移動距離を算出することとなる。すなわち、一時刻前における差分波形
ＤＷｔ－１と現時刻における差分波形ＤＷｔとのオフセット量を求める方法は上記内容に
限定されない。
【００３７】
　図３に戻り、計算機３０はスミア検出部３４を備える。スミア検出部３４は、カメラ１
０による撮像によって得られた撮像画像のデータからスミアの発生領域を検出する。なお
、スミアはＣＣＤイメージセンサ等に生じる白飛び現象であることから、こうしたスミア
が生じないＣＭＯＳイメージセンサ等を用いたカメラ１０を採用する場合にはスミア検出
部３４を省略してもよい。
【００３８】
　図９は、スミア検出部３４による処理及びそれによる差分波形ＤＷｔの算出処理を説明
するための画像図である。まずスミア検出部３４にスミアＳが存在する撮像画像Ｐのデー
タが入力されたとする。このとき、スミア検出部３４は、撮像画像ＰからスミアＳを検出
する。スミアＳの検出方法は様々であるが、例えば一般的なＣＣＤ（Charge-Coupled Dev
ice）カメラの場合、光源から画像下方向にだけスミアＳが発生する。このため、本実施
形態では画像下側から画像上方に向かって所定値以上の輝度値を持ち、且つ、縦方向に連
続した領域を検索し、これをスミアＳの発生領域と特定する。
【００３９】
　また、スミア検出部３４は、スミアＳの発生箇所について画素値を「１」とし、それ以
外の箇所を「０」とするスミア画像ＳＰのデータを生成する。生成後、スミア検出部３４
はスミア画像ＳＰのデータを視点変換部３１に送信する。また、スミア画像ＳＰのデータ
を入力した視点変換部３１は、このデータを鳥瞰視される状態に視点変換する。これによ
り、視点変換部３１はスミア鳥瞰画像ＳＢｔのデータを生成する。生成後、視点変換部３
１はスミア鳥瞰画像ＳＢｔのデータを位置合わせ部３２に送信する。また、視点変換部３
１は一時刻前のスミア鳥瞰画像ＳＢｔ－１のデータを位置合わせ部３２に送信する。
【００４０】
　位置合わせ部３２は、スミア鳥瞰画像ＳＢｔ，ＳＢｔ－１の位置合わせをデータ上で実
行する。具体的な位置合わせについては、鳥瞰画像ＰＢｔ，ＰＢｔ－１の位置合わせをデ
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ータ上で実行する場合と同様である。また、位置合わせ後、位置合わせ部３２は、各スミ
ア鳥瞰画像ＳＢｔ，ＳＢｔ－１のスミアＳの発生領域について論理和をとる。これにより
、位置合わせ部３２は、マスク画像ＭＰのデータを生成する。生成後、位置合わせ部３２
は、マスク画像ＭＰのデータを第１立体物検出部３３に送信する。
【００４１】
　第１立体物検出部３３は、マスク画像ＭＰのうちスミアＳの発生領域に該当する箇所に
ついて、度数分布のカウント数をゼロとする。すなわち、図９に示すような差分波形ＤＷ

ｔが生成されていた場合に、第１立体物検出部３３は、スミアＳによるカウント数ＳＣを
ゼロとし、補正された差分波形ＤＷｔ’を生成することとなる。
【００４２】
　なお、本実施形態において第１立体物検出部３３は、車両Ｖ（カメラ１０）の移動速度
を求め、求めた移動速度から静止物についてのオフセット量を求める。静止物のオフセッ
ト量を求めた後、第１立体物検出部３３は、ヒストグラムの極大値のうち静止物に該当す
るオフセット量を無視したうえで、立体物の移動距離を算出する。
【００４３】
　図１０は、第１立体物検出部３３により得られるヒストグラムの他例を示す図である。
カメラ１０の画角内に他車両Ｖの他に静止物が存在する場合に、得られるヒストグラムに
は２つの極大値τ１，τ２が現れる。この場合、２つの極大値τ１，τ２のうち、いずれ
か一方は静止物のオフセット量である。このため、第１立体物検出部３３は、移動速度か
ら静止物についてのオフセット量を求め、そのオフセット量に該当する極大値について無
視し、残り一方の極大値を採用して立体物の移動距離を算出する。
【００４４】
　なお、静止物に該当するオフセット量を無視したとしても、極大値が複数存在する場合
、カメラ１０の画角内に他車両Ｖが複数台存在すると想定される。しかし、検出領域Ａ１
，Ａ２内に複数の他車両Ｖが存在することは極めて稀である。このため、第１立体物検出
部３３は、移動距離の算出を中止する。
【００４５】
　次に差分波形情報による立体物検出手順を説明する。図１１及び図１２は、本実施形態
の立体物検出手順を示すフローチャートである。図１１に示すように、まず、計算機３０
はカメラ１０による撮像画像Ｐのデータを入力し、スミア検出部３４によりスミア画像Ｓ
Ｐを生成する（Ｓ１）。次いで、視点変換部３１は、カメラ１０からの撮像画像Ｐのデー
タから鳥瞰画像ＰＢｔのデータを生成すると共に、スミア画像ＳＰのデータからスミア鳥
瞰画像ＳＢｔのデータを生成する（Ｓ２）。
【００４６】
　そして、位置合わせ部３２は、鳥瞰画像ＰＢｔのデータと、一時刻前の鳥瞰画像ＰＢｔ

－１のデータとを位置合わせすると共に、スミア鳥瞰画像ＳＢｔのデータと、一時刻前の
スミア鳥瞰画像ＳＢｔ－１のデータとを位置合わせする（Ｓ３）。この位置合わせ後、位
置合わせ部３２は、差分画像ＰＤｔのデータを生成すると共に、マスク画像ＭＰのデータ
を生成する（Ｓ４）。その後、第１立体物検出部３３は、差分画像ＰＤｔのデータと、一
時刻前の差分画像ＰＤｔ－１のデータとから、差分波形ＤＷｔを生成する（Ｓ５）。差分
波形ＤＷｔを生成後、第１立体物検出部３３は、差分波形ＤＷｔのうち、スミアＳの発生
領域に該当するカウント数をゼロとし、スミアＳによる影響を抑制する（Ｓ６）。
【００４７】
　その後、第１立体物検出部３３は、差分波形ＤＷｔのピークが第１閾値α以上であるか
否かを判断する（Ｓ７）。この第１閾値αは、予め実験等より求められ設定されるが、図
３１に示す立体物判断部３８により設定されてもよい。ここで、差分波形ＤＷｔのピーク
が第１閾値α以上でない場合、すなわち差分が殆どない場合には、撮像画像Ｐ内には立体
物が存在しないと考えられる。このため、差分波形ＤＷｔのピークが第１閾値α以上でな
いと判断した場合には（Ｓ７：ＮＯ）、第１立体物検出部３３は、立体物が存在せず他車
両が存在しないと判断する（図１２：Ｓ１６）。そして、図１１及び図１２に示す処理を
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終了する。
【００４８】
　一方、差分波形ＤＷｔのピークが第１閾値α以上であると判断した場合には（Ｓ７：Ｙ
ＥＳ）、第１立体物検出部３３は、立体物が存在すると判断し、差分波形ＤＷｔを複数の
小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎに分割する（Ｓ８）。次いで、第１立体物検出部３３は、小領
域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎ毎に重み付けを行う（Ｓ９）。その後、第１立体物検出部３３は、
小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎ毎のオフセット量を算出し（Ｓ１０）、重みを加味してヒスト
グラムを生成する（Ｓ１１）。
【００４９】
　そして、第１立体物検出部３３は、ヒストグラムに基づいて自車両Ｖに対する立体物の
移動距離である相対移動距離を算出する（Ｓ１２）。次に、第１立体物検出部３３は、相
対移動距離から立体物の絶対移動速度を算出する（Ｓ１３）。このとき、第１立体物検出
部３３は、相対移動距離を時間微分して相対移動速度を算出すると共に、車速センサ２０
で検出された自車速を加算して、絶対移動速度を算出する。
【００５０】
　その後、第１立体物検出部３３は、立体物の絶対移動速度が１０ｋｍ／ｈ以上、且つ、
立体物の自車両Ｖに対する相対移動速度が＋６０ｋｍ／ｈ以下であるか否かを判断する（
Ｓ１４）。双方を満たす場合には（Ｓ１４：ＹＥＳ）、第１立体物検出部３３は、立体物
が他車両Ｖであると判断する（Ｓ１５）。そして、図１１及び図１２に示す処理を終了す
る。一方、いずれか一方でも満たさない場合には（Ｓ１４：ＮＯ）、第１立体物検出部３
３は、他車両が存在しないと判断する（Ｓ１６）。そして、図１１及び図１２に示す処理
を終了する。
【００５１】
　なお、本実施形態では自車両Ｖの後側方を検出領域Ａ１，Ａ２とし、自車両Ｖが走行中
に注意を払うべきである自車両の走行車線の隣を走行する隣接車線を走行する他車両ＶＸ
を検出すること、特に自車両Ｖが車線変更した場合に接触する可能性がある否かに重点を
置いている。自車両Ｖが車線変更した場合に、自車両の走行車線の隣の隣接車線を走行す
る他車両ＶＸと接触する可能性がある否かを判断するためである。このため、ステップＳ
１４の処理が実行されている。すなわち、本実施形態にけるシステムを高速道路で作動さ
せることを前提とすると、立体物の速度が１０ｋｍ／ｈ未満である場合、たとえ他車両Ｖ
が存在したとしても、車線変更する際には自車両Ｖの遠く後方に位置するため問題となる
ことが少ない。同様に、立体物の自車両Ｖに対する相対移動速度が＋６０ｋｍ／ｈを超え
る場合（すなわち、立体物が自車両Ｖの速度よりも６０ｋｍ／ｈより大きな速度で移動し
ている場合）、車線変更する際には自車両Ｖの前方に移動しているため問題となることが
少ない。このため、ステップＳ１４では車線変更の際に問題となる他車両Ｖを判断してい
るともいえる。
【００５２】
　また、ステップＳ１４において立体物の絶対移動速度が１０ｋｍ／ｈ以上、且つ、立体
物の自車両Ｖに対する相対移動速度が＋６０ｋｍ／ｈ以下であるかを判断することにより
、以下の効果がある。例えば、カメラ１０の取り付け誤差によっては、静止物の絶対移動
速度を数ｋｍ／ｈであると検出してしまう場合があり得る。よって、１０ｋｍ／ｈ以上で
あるかを判断することにより、静止物を他車両Ｖであると判断してしまう可能性を低減す
ることができる。また、ノイズによっては立体物の自車両Ｖに対する相対速度を＋６０ｋ
ｍ／ｈを超える速度に検出してしまうことがあり得る。よって、相対速度が＋６０ｋｍ／
ｈ以下であるかを判断することにより、ノイズによる誤検出の可能性を低減できる。
【００５３】
　さらに、ステップＳ１４の処理に代えて、絶対移動速度がマイナスでないことや、０ｋ
ｍ／ｈでないことを判断してもよい。また、本実施形態では自車両Ｖが車線変更した場合
に接触する可能性がある否かに重点を置いているため、ステップＳ１５において他車両Ｖ
が検出された場合に、自車両の運転者に警告音を発したり、所定の表示装置により警告相
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当の表示を行ったりしてもよい。
【００５４】
　このように、本例の差分波形情報による立体物の検出手順によれば、視点変換により立
体物が倒れ込む方向に沿って、差分画像ＰＤｔのデータ上において所定の差分を示す画素
数をカウントして度数分布化することで差分波形ＤＷｔを生成する。ここで、差分画像Ｐ
Ｄｔのデータ上において所定の差分を示す画素とは、異なる時刻の画像において変化があ
った画素であり、言い換えれば立体物が存在した箇所であるといえる。このため、立体物
が存在した箇所において、立体物が倒れ込む方向に沿って画素数をカウントして度数分布
化することで差分波形ＤＷｔを生成することとなる。特に、立体物が倒れ込む方向に沿っ
て画素数をカウントすることから、立体物に対して高さ方向の情報から差分波形ＤＷｔを
生成することとなる。そして、高さ方向の情報を含む差分波形ＤＷｔの時間変化から立体
物の移動距離を算出する。このため、単に１点の移動のみに着目するような場合と比較し
て、時間変化前の検出箇所と時間変化後の検出箇所とは高さ方向の情報を含んで特定され
るため立体物において同じ箇所となり易く、同じ箇所の時間変化から移動距離を算出する
こととなり、移動距離の算出精度を向上させることができる。
【００５５】
　また、差分波形ＤＷｔのうちスミアＳの発生領域に該当する箇所について、度数分布の
カウント数をゼロとする。これにより、差分波形ＤＷｔのうちスミアＳによって生じる波
形部位を除去することとなり、スミアＳを立体物と誤認してしまう事態を防止することが
できる。
【００５６】
　また、異なる時刻に生成された差分波形ＤＷｔの誤差が最小となるときの差分波形ＤＷ

ｔのオフセット量から立体物の移動距離を算出する。このため、波形という１次元の情報
のオフセット量から移動距離を算出することとなり、移動距離の算出にあたり計算コスト
を抑制することができる。
【００５７】
　また、異なる時刻に生成された差分波形ＤＷｔを複数の小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎに分
割する。このように複数の小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎに分割することによって、立体物の
それぞれの箇所を表わした波形を複数得ることとなる。また、小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎ

毎にそれぞれの波形の誤差が最小となるときのオフセット量を求め、小領域ＤＷｔ１～Ｄ
Ｗｔｎ毎に求めたオフセット量をカウントしてヒストグラム化することにより、立体物の
移動距離を算出する。このため、立体物のそれぞれの箇所毎にオフセット量を求めること
となり、複数のオフセット量から移動距離を求めることとなり、移動距離の算出精度を向
上させることができる。
【００５８】
　また、複数の小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎ毎に重み付けをし、小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎ

毎に求めたオフセット量を重みに応じてカウントしてヒストグラム化する。このため、特
徴的な領域については重みを大きくし、特徴的でない領域については重みを小さくするこ
とにより、一層適切に移動距離を算出することができる。従って、移動距離の算出精度を
一層向上させることができる。
【００５９】
　また、差分波形ＤＷｔの各小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎについて、所定の差分を示す画素
数のカウントの最大値と最小値との差が大きいほど、重みを大きくする。このため、最大
値と最小値との差が大きい特徴的な起伏の領域ほど重みが大きくなり、起伏が小さい平坦
な領域については重みが小さくなる。ここで、平坦な領域よりも起伏の大きい領域の方が
形状的にオフセット量を正確に求めやすいため、最大値と最小値との差が大きい領域ほど
重みを大きくすることにより、移動距離の算出精度を一層向上させることができる。
【００６０】
　また、小領域ＤＷｔ１～ＤＷｔｎ毎に求めたオフセット量をカウントして得られたヒス
トグラムの極大値から、立体物の移動距離を算出する。このため、オフセット量にバラつ
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きがあったとしても、その極大値から、より正確性の高い移動距離を算出することができ
る。
【００６１】
　また、静止物についてのオフセット量を求め、このオフセット量を無視するため、静止
物により立体物の移動距離の算出精度が低下してしまう事態を防止することができる。ま
た、静止物に該当するオフセット量を無視したうえで、極大値が複数ある場合、立体物の
移動距離の算出を中止する。このため、極大値が複数あるような誤った移動距離を算出し
てしまう事態を防止することができる。
【００６２】
　なお上記実施形態において、自車両Ｖの車速を速度センサ２０からの信号に基づいて判
断しているが、これに限らず、異なる時刻の複数の画像から速度を推定するようにしても
よい。この場合、車速センサが不要となり、構成の簡素化を図ることができる。
【００６３】
　また、上記実施形態においては撮像した現時刻の画像と一時刻前の画像とを鳥瞰図に変
換し、変換した鳥瞰図の位置合わせを行ったうえで差分画像ＰＤｔを生成し、生成した差
分画像ＰＤｔを倒れ込み方向（撮像した画像を鳥瞰図に変換した際の立体物の倒れ込み方
向）に沿って評価して差分波形ＤＷｔを生成しているが、これに限定されない。例えば、
一時刻前の画像のみを鳥瞰図に変換し、変換した鳥瞰図を位置合わせした後に再び撮像し
た画像相当に変換し、この画像と現時刻の画像とで差分画像を生成し、生成した差分画像
を倒れ込み方向に相当する方向（すなわち、倒れ込み方向を撮像画像上の方向に変換した
方向）に沿って評価することによって差分波形ＤＷｔを生成してもよい。すなわち、現時
刻の画像と一時刻前の画像との位置合わせを行い、位置合わせを行った両画像の差分から
差分画像ＰＤｔを生成し、差分画像ＰＤｔを鳥瞰図に変換した際の立体物の倒れ込み方向
に沿って評価できれば、必ずしも明確に鳥瞰図を生成しなくともよい。
【００６４】
　また、上記実施形態においては、図４（ｂ）に示すように現時刻の鳥瞰画像データＰＢ

ｔと一時刻前（過去）の鳥瞰画像データＰＢｔ－１とを位置合わせしたのちこれらの差分
画像ＰＤｔを生成し、図５に示すように差分画像ＰＤｔを倒れ込み方向に相当する方向に
沿って評価することによって差分波形ＤＷｔを生成したが、現時刻と一時刻前の鳥瞰画像
データＰＢｔ，ＰＢｔ－１を、図５に示すように倒れ込み方向に相当する方向に沿ってそ
れぞれ評価することによって、現時刻と一時刻前の差分波形ＤＷｔをそれぞれ生成したの
ち、これら２つの差分波形を図４（ｂ）に示すように位置合わせし、これら２つの差分波
形の差分から最終的な差分波形情報を生成してもよい。
【００６５】
《エッジ情報による立体物の検出》
　次に、図３に示す差分波形情報による立体物の検出ブロックＡに代えて動作させること
が可能である、エッジ情報による立体物の検出ブロックＢについて説明する。本例のエッ
ジ情報による立体物の検出ブロックＢは、視点変換部３１、輝度差算出部３５、エッジ線
検出部３６及び第２立体物検出部３７で構成されるエッジ情報を利用して立体物を検出す
る。図１３は、図３のカメラ１０の撮像範囲等を示す図であり、図１３（ａ）は平面図、
図１３（ｂ）は、自車両Ｖ１から後側方における実空間上の斜視図を示す。図１３（ａ）
に示すように、カメラ１０は所定の画角ａとされ、この所定の画角ａに含まれる自車両Ｖ
１から後側方を撮像する。カメラ１０の画角ａは、図２に示す場合と同様に、カメラ１０
の撮像範囲に自車両Ｖ１が走行する車線に加えて、隣接する車線も含まれるように設定さ
れている。
【００６６】
　本例の検出領域Ａ１，Ａ２は、平面視（鳥瞰視された状態）において台形状とされ、こ
れら検出領域Ａ１，Ａ２の位置、大きさ及び形状は、距離ｄ１～ｄ４に基づいて決定され
る。なお、同図に示す例の検出領域Ａ１，Ａ２は台形状に限らず、図２に示すように鳥瞰
視された状態で矩形など他の形状であってもよい。



(16) JP WO2014/017523 A1 2014.1.30

10

20

30

40

50

【００６７】
　ここで、距離ｄ１は、自車両Ｖ１から接地線Ｌ１，Ｌ２までの距離である。接地線Ｌ１
，Ｌ２は、自車両Ｖ１が走行する車線に隣接する車線に存在する立体物が地面に接触する
線を意味する。本実施形態においては、自車両Ｖ１の後側方において自車両Ｖ１の車線に
隣接する左右の車線を走行する他車両Ｖ２等（２輪車等を含む)を検出することが目的で
ある。このため、自車両Ｖ１から白線Ｗまでの距離ｄ１１及び白線Ｗから他車両Ｖ２が走
行すると予測される位置までの距離ｄ１２から、他車両Ｖ２の接地線Ｌ１，Ｌ２となる位
置である距離ｄ１を略固定的に決定しておくことができる。
【００６８】
　また、距離ｄ１については、固定的に決定されている場合に限らず、可変としてもよい
。この場合に、計算機３０は、白線認識等の技術により自車両Ｖ１に対する白線Ｗの位置
を認識し、認識した白線Ｗの位置に基づいて距離ｄ１１を決定する。これにより、距離ｄ
１は、決定された距離ｄ１１を用いて可変的に設定される。以下の本実施形態においては
、他車両Ｖ２が走行する位置（白線Ｗからの距離ｄ１２）及び自車両Ｖ１が走行する位置
（白線Ｗからの距離ｄ１１）は大凡決まっていることから、距離ｄ１は固定的に決定され
ているものとする。
【００６９】
　距離ｄ２は、自車両Ｖ１の後端部から車両進行方向に伸びる距離である。この距離ｄ２
は、検出領域Ａ１，Ａ２が少なくともカメラ１０の画角ａ内に収まるように決定されてい
る。特に本実施形態において、距離ｄ２は、画角ａに区分される範囲に接するよう設定さ
れている。距離ｄ３は、検出領域Ａ１，Ａ２の車両進行方向における長さを示す距離であ
る。この距離ｄ３は、検出対象となる立体物の大きさに基づいて決定される。本実施形態
においては、検出対象が他車両Ｖ２等であるため、距離ｄ３は、他車両Ｖ２を含む長さに
設定される。
【００７０】
　距離ｄ４は、図１３（ｂ）に示すように、実空間において他車両Ｖ２等のタイヤを含む
ように設定された高さを示す距離である。距離ｄ４は、鳥瞰視画像においては図１３（ａ
）に示す長さとされる。なお、距離ｄ４は、鳥瞰視画像において左右の隣接車線よりも更
に隣接する車線（すなわち２車線隣りの車線）を含まない長さとすることもできる。自車
両Ｖ１の車線から２車線隣の車線を含んでしまうと、自車両Ｖ１が走行している車線であ
る自車線の左右の隣接車線に他車両Ｖ２が存在するのか、２車線隣りの車線に他車両Ｖ２
が存在するのかについて、区別が付かなくなってしまうためである。
【００７１】
　以上のように、距離ｄ１～距離ｄ４が決定され、これにより検出領域Ａ１，Ａ２の位置
、大きさ及び形状が決定される。具体的に説明すると、距離ｄ１により、台形をなす検出
領域Ａ１，Ａ２の上辺ｂ１の位置が決定される。距離ｄ２により、上辺ｂ１の始点位置Ｃ
１が決定される。距離ｄ３により、上辺ｂ１の終点位置Ｃ２が決定される。カメラ１０か
ら始点位置Ｃ１に向かって伸びる直線Ｌ３により、台形をなす検出領域Ａ１，Ａ２の側辺
ｂ２が決定される。同様に、カメラ１０から終点位置Ｃ２に向かって伸びる直線Ｌ４によ
り、台形をなす検出領域Ａ１，Ａ２の側辺ｂ３が決定される。距離ｄ４により、台形をな
す検出領域Ａ１，Ａ２の下辺ｂ４の位置が決定される。このように、各辺ｂ１～ｂ４によ
り囲まれる領域が検出領域Ａ１，Ａ２とされる。この検出領域Ａ１，Ａ２は、図１３（ｂ
）に示すように、自車両Ｖ１から後側方における実空間上では真四角（長方形）となる。
【００７２】
　図３に戻り、視点変換部３１は、カメラ１０による撮像にて得られた所定領域の撮像画
像データを入力する。視点変換部３１は、入力した撮像画像データに対して、鳥瞰視され
る状態の鳥瞰画像データに視点変換処理を行う。鳥瞰視される状態とは、上空から例えば
鉛直下向き(又は、やや斜め下向き)に見下ろす仮想カメラの視点から見た状態である。こ
の視点変換処理は、例えば特開２００８－２１９０６３号公報に記載された技術によって
実現することができる。
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【００７３】
　輝度差算出部３５は、鳥瞰視画像に含まれる立体物のエッジを検出するために、視点変
換部３１により視点変換された鳥瞰視画像データに対して、輝度差の算出を行う。輝度差
算出部３５は、実空間における鉛直方向に伸びる鉛直仮想線に沿った複数の位置ごとに、
当該各位置の近傍の２つの画素間の輝度差を算出する。輝度差算出部３５は、実空間にお
ける鉛直方向に伸びる鉛直仮想線を１本だけ設定する手法と、鉛直仮想線を２本設定する
手法とのいずれかによって輝度差を算出することができる。
【００７４】
　鉛直仮想線を２本設定する具体的な手法について説明する。輝度差算出部３５は、視点
変換された鳥瞰視画像に対して、実空間で鉛直方向に伸びる線分に該当する第１鉛直仮想
線と、第１鉛直仮想線と異なり実空間で鉛直方向に伸びる線分に該当する第２鉛直仮想線
とを設定する。輝度差算出部３５は、第１鉛直仮想線上の点と第２鉛直仮想線上の点との
輝度差を、第１鉛直仮想線及び第２鉛直仮想線に沿って連続的に求める。以下、この輝度
差算出部３５の動作について詳細に説明する。
【００７５】
　輝度差算出部３５は、図１４（ａ）に示すように、実空間で鉛直方向に伸びる線分に該
当し、且つ、検出領域Ａ１を通過する第１鉛直仮想線Ｌａ（以下、注目線Ｌａという）を
設定する。また輝度差算出部３５は、注目線Ｌａと異なり、実空間で鉛直方向に伸びる線
分に該当し、且つ、検出領域Ａ１を通過する第２鉛直仮想線Ｌｒ（以下、参照線Ｌｒとい
う）を設定する。ここで参照線Ｌｒは、実空間における所定距離だけ注目線Ｌａから離間
する位置に設定される。なお、実空間で鉛直方向に伸びる線分に該当する線とは、鳥瞰視
画像においてはカメラ１０の位置Ｐｓから放射状に広がる線となる。この放射状に広がる
線は、鳥瞰視に変換した際に立体物が倒れ込む方向に沿う線である。
【００７６】
　輝度差算出部３５は、注目線Ｌａ上に注目点Ｐａ（第１鉛直仮想線上の点）を設定する
。また輝度差算出部３５は、参照線Ｌｒ上に参照点Ｐｒ（第２鉛直板想線上の点）を設定
する。これら注目線Ｌａ、注目点Ｐａ、参照線Ｌｒ、参照点Ｐｒは、実空間上において図
１４（ｂ）に示す関係となる。図１４（ｂ）から明らかなように、注目線Ｌａ及び参照線
Ｌｒは、実空間上において鉛直方向に伸びた線であり、注目点Ｐａと参照点Ｐｒとは、実
空間上において略同じ高さに設定される点である。なお、注目点Ｐａと参照点Ｐｒとは必
ずしも厳密に同じ高さである必要はなく、注目点Ｐａと参照点Ｐｒとが同じ高さとみなせ
る程度の誤差は許容される。
【００７７】
　輝度差算出部３５は、注目点Ｐａと参照点Ｐｒとの輝度差を求める。仮に、注目点Ｐａ
と参照点Ｐｒとの輝度差が大きいと、注目点Ｐａと参照点Ｐｒとの間にエッジが存在する
と考えられる。このため、図３に示したエッジ線検出部３６は、注目点Ｐａと参照点Ｐｒ
との輝度差に基づいてエッジ線を検出する。
【００７８】
　この点をより詳細に説明する。図１５は、輝度差算出部３５の詳細動作を示す図であり
、図１５（ａ）は鳥瞰視された状態の鳥瞰視画像を示し、図１５（ｂ）は、図１５（ａ）
に示した鳥瞰視画像の一部Ｂ１を拡大した図である。なお図１５についても検出領域Ａ１
のみを図示して説明するが、検出領域Ａ２についても同様の手順で輝度差を算出する。
【００７９】
　カメラ１０が撮像した撮像画像内に他車両Ｖ２が映っていた場合に、図１５（ａ）に示
すように、鳥瞰視画像内の検出領域Ａ１に他車両Ｖ２が現れる。図１５（ｂ）に図１５（
ａ）中の領域Ｂ１の拡大図を示すように、鳥瞰視画像上において、他車両Ｖ２のタイヤの
ゴム部分上に注目線Ｌａが設定されていたとする。この状態において、輝度差算出部３５
は、先ず参照線Ｌｒを設定する。参照線Ｌｒは、注目線Ｌａから実空間上において所定の
距離だけ離れた位置に、鉛直方向に沿って設定される。具体的には、本実施形態に係る立
体物検出装置１において、参照線Ｌｒは、注目線Ｌａから実空間上において１０ｃｍだけ
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離れた位置に設定される。これにより、参照線Ｌｒは、鳥瞰視画像上において、例えば他
車両Ｖ２のタイヤのゴムから１０ｃｍ相当だけ離れた他車両Ｖ２のタイヤのホイール上に
設定される。
【００８０】
　次に、輝度差算出部３５は、注目線Ｌａ上に複数の注目点Ｐａ１～ＰａＮを設定する。
図１５（ｂ）においては、説明の便宜上、６つの注目点Ｐａ１～Ｐａ６（以下、任意の点
を示す場合には単に注目点Ｐａｉという）を設定している。なお、注目線Ｌａ上に設定す
る注目点Ｐａの数は任意でよい。以下の説明では、Ｎ個の注目点Ｐａが注目線Ｌａ上に設
定されたものとして説明する。
【００８１】
　次に、輝度差算出部３５は、実空間上において各注目点Ｐａ１～ＰａＮと同じ高さとな
るように各参照点Ｐｒ１～ＰｒＮを設定する。そして、輝度差算出部３５は、同じ高さ同
士の注目点Ｐａと参照点Ｐｒとの輝度差を算出する。これにより、輝度差算出部３５は、
実空間における鉛直方向に伸びる鉛直仮想線に沿った複数の位置（１～Ｎ）ごとに、２つ
の画素の輝度差を算出する。輝度差算出部３５は、例えば第１注目点Ｐａ１とは、第１参
照点Ｐｒ１との間で輝度差を算出し、第２注目点Ｐａ２とは、第２参照点Ｐｒ２との間で
輝度差を算出することとなる。これにより、輝度差算出部３５は、注目線Ｌａ及び参照線
Ｌｒに沿って、連続的に輝度差を求める。すなわち、輝度差算出部３５は、第３～第Ｎ注
目点Ｐａ３～ＰａＮと第３～第Ｎ参照点Ｐｒ３～ＰｒＮとの輝度差を順次求めていくこと
となる。
【００８２】
　輝度差算出部３５は、検出領域Ａ１内において注目線Ｌａをずらしながら、上記の参照
線Ｌｒの設定、注目点Ｐａ及び参照点Ｐｒの設定、輝度差の算出といった処理を繰り返し
実行する。すなわち、輝度差算出部３５は、注目線Ｌａ及び参照線Ｌｒのそれぞれを、実
空間上において接地線Ｌ１の延在方向に同一距離だけ位置を変えながら上記の処理を繰り
返し実行する。輝度差算出部３５は、例えば、前回処理において参照線Ｌｒとなっていた
線を注目線Ｌａに設定し、この注目線Ｌａに対して参照線Ｌｒを設定して、順次輝度差を
求めていくことになる。
【００８３】
　図３に戻り、エッジ線検出部３６は、輝度差算出部３５により算出された連続的な輝度
差から、エッジ線を検出する。例えば、図１５（ｂ）に示す場合、第１注目点Ｐａ１と第
１参照点Ｐｒ１とは、同じタイヤ部分に位置するために、輝度差は、小さい。一方、第２
～第６注目点Ｐａ２～Ｐａ６はタイヤのゴム部分に位置し、第２～第６参照点Ｐｒ２～Ｐ
ｒ６はタイヤのホイール部分に位置する。したがって、第２～第６注目点Ｐａ２～Ｐａ６
と第２～第６参照点Ｐｒ２～Ｐｒ６との輝度差は大きくなる。このため、エッジ線検出部
３６は、輝度差が大きい第２～第６注目点Ｐａ２～Ｐａ６と第２～第６参照点Ｐｒ２～Ｐ
ｒ６との間にエッジ線が存在することを検出することができる。
【００８４】
　具体的には、エッジ線検出部３６は、エッジ線を検出するにあたり、先ず下記の数式１
に従って、ｉ番目の注目点Ｐａｉ（座標（ｘｉ，ｙｉ））とｉ番目の参照点Ｐｒｉ（座標
（ｘｉ’，ｙｉ’））との輝度差から、ｉ番目の注目点Ｐａｉに属性付けを行う。
《数１》
Ｉ（ｘｉ，ｙｉ）＞Ｉ（ｘｉ’，ｙｉ’）＋ｔのとき
　ｓ（ｘｉ，ｙｉ）＝１
Ｉ（ｘｉ，ｙｉ）＜Ｉ（ｘｉ’，ｙｉ’）－ｔのとき
　ｓ（ｘｉ，ｙｉ）＝－１
上記以外のとき
　ｓ（ｘｉ，ｙｉ）＝０
【００８５】
　上記数式１において、ｔは閾値を示し、Ｉ（ｘｉ，ｙｉ）はｉ番目の注目点Ｐａｉの輝
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度値を示し、Ｉ（ｘｉ’，ｙｉ’）はｉ番目の参照点Ｐｒｉの輝度値を示す。上記数式１
によれば、注目点Ｐａｉの輝度値が、参照点Ｐｒｉに閾値ｔを加えた輝度値よりも高い場
合には、当該注目点Ｐａｉの属性ｓ（ｘｉ，ｙｉ）は‘１’となる。一方、注目点Ｐａｉ
の輝度値が、参照点Ｐｒｉから閾値ｔを減じた輝度値よりも低い場合には、当該注目点Ｐ
ａｉの属性ｓ（ｘｉ，ｙｉ）は‘－１’となる。注目点Ｐａｉの輝度値と参照点Ｐｒｉの
輝度値とがそれ以外の関係である場合には、注目点Ｐａｉの属性ｓ（ｘｉ，ｙｉ）は‘０
’となる。
【００８６】
　次にエッジ線検出部３６は、下記数式２に基づいて、注目線Ｌａに沿った属性ｓの連続
性ｃ（ｘｉ，ｙｉ）から、注目線Ｌａがエッジ線であるか否かを判定する。
《数２》
ｓ（ｘｉ，ｙｉ）＝ｓ（ｘｉ＋１，ｙｉ＋１）のとき（且つ０＝０を除く）、
　ｃ（ｘｉ，ｙｉ）＝１
上記以外のとき、
　ｃ（ｘｉ，ｙｉ）＝０
【００８７】
　注目点Ｐａｉの属性ｓ（ｘｉ，ｙｉ）と隣接する注目点Ｐａｉ＋１の属性ｓ（ｘｉ＋１
，ｙｉ＋１）とが同じである場合には、連続性ｃ（ｘｉ，ｙｉ）は‘１’となる。注目点
Ｐａｉの属性ｓ（ｘｉ，ｙｉ）と隣接する注目点Ｐａｉ＋１の属性ｓ（ｘｉ＋１，ｙｉ＋
１）とが同じではない場合には、連続性ｃ（ｘｉ，ｙｉ）は‘０’となる。
【００８８】
　次にエッジ線検出部３６は、注目線Ｌａ上の全ての注目点Ｐａの連続性ｃについて総和
を求める。エッジ線検出部３６は、求めた連続性ｃの総和を注目点Ｐａの数Ｎで割ること
により、連続性ｃを正規化する。エッジ線検出部３６は、正規化した値が閾値θを超えた
場合に、注目線Ｌａをエッジ線と判断する。なお、閾値θは、予め実験等によって設定さ
れた値である。
【００８９】
　すなわち、エッジ線検出部３６は、下記数式３に基づいて注目線Ｌａがエッジ線である
か否かを判断する。そして、エッジ線検出部３６は、検出領域Ａ１上に描かれた注目線Ｌ
ａの全てについてエッジ線であるか否かを判断する。
《数３》
Σｃ（ｘｉ，ｙｉ）／Ｎ＞θ
【００９０】
　図３に戻り、第２立体物検出部３７は、エッジ線検出部３６により検出されたエッジ線
の量に基づいて立体物を検出する。上述したように、本実施形態に係る立体物検出装置１
は、実空間上において鉛直方向に伸びるエッジ線を検出する。鉛直方向に伸びるエッジ線
が多く検出されるということは、検出領域Ａ１，Ａ２に立体物が存在する可能性が高いと
いうことである。このため、第２立体物検出部３７は、エッジ線検出部３６により検出さ
れたエッジ線の量に基づいて立体物を検出する。さらに、第２立体物検出部３７は、立体
物を検出するに先立って、エッジ線検出部３６により検出されたエッジ線が正しいもので
あるか否かを判定する。第２立体物検出部３７は、エッジ線上の鳥瞰視画像のエッジ線に
沿った輝度変化が所定の閾値よりも大きいか否かを判定する。エッジ線上の鳥瞰視画像の
輝度変化が閾値よりも大きい場合には、当該エッジ線が誤判定により検出されたものと判
断する。一方、エッジ線上の鳥瞰視画像の輝度変化が閾値よりも大きくない場合には、当
該エッジ線が正しいものと判定する。なお、この閾値は、実験等により予め設定された値
である。
【００９１】
　図１６は、エッジ線の輝度分布を示す図であり、図１６（ａ）は検出領域Ａ１に立体物
としての他車両Ｖ２が存在した場合のエッジ線及び輝度分布を示し、図１６（ｂ）は検出
領域Ａ１に立体物が存在しない場合のエッジ線及び輝度分布を示す。
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【００９２】
　図１６（ａ）に示すように、鳥瞰視画像において他車両Ｖ２のタイヤゴム部分に設定さ
れた注目線Ｌａがエッジ線であると判断されていたとする。この場合、注目線Ｌａ上の鳥
瞰視画像の輝度変化はなだらかなものとなる。これは、カメラ１０により撮像された画像
が鳥瞰視画像に視点変換されたことにより、他車両Ｖ２のタイヤが鳥瞰視画像内で引き延
ばされたことによる。一方、図１６（ｂ）に示すように、鳥瞰視画像において路面に描か
れた「５０」という白色文字部分に設定された注目線Ｌａがエッジ線であると誤判定され
ていたとする。この場合、注目線Ｌａ上の鳥瞰視画像の輝度変化は起伏の大きいものとな
る。これは、エッジ線上に、白色文字における輝度が高い部分と、路面等の輝度が低い部
分とが混在しているからである。
【００９３】
　以上のような注目線Ｌａ上の輝度分布の相違に基づいて、第２立体物検出部３７は、エ
ッジ線が誤判定により検出されたものか否かを判定する。第２立体物検出部３７は、エッ
ジ線に沿った輝度変化が所定の閾値よりも大きい場合には、当該エッジ線が誤判定により
検出されたものであると判定する。そして、当該エッジ線は、立体物の検出には使用しな
い。これにより、路面上の「５０」といった白色文字や路肩の雑草等がエッジ線として判
定されてしまい、立体物の検出精度が低下することを抑制する。
【００９４】
　具体的には、第２立体物検出部３７は、下記数式４，５のいずれかにより、エッジ線の
輝度変化を算出する。このエッジ線の輝度変化は、実空間上における鉛直方向の評価値に
相当する。下記数式４は、注目線Ｌａ上のｉ番目の輝度値Ｉ（ｘｉ，ｙｉ）と、隣接する
ｉ＋１番目の輝度値Ｉ（ｘｉ＋１，ｙｉ＋１）との差分の二乗の合計値によって輝度分布
を評価する。下記数式５は、注目線Ｌａ上のｉ番目の輝度値Ｉ（ｘｉ，ｙｉ）と、隣接す
るｉ＋１番目の輝度値Ｉ（ｘｉ＋１，ｙｉ＋１）との差分の絶対値の合計値よって輝度分
布を評価する。
《数４》
鉛直相当方向の評価値＝Σ［｛Ｉ（ｘｉ，ｙｉ）－Ｉ（ｘｉ＋１，ｙｉ＋１）｝２］
《数５》
鉛直相当方向の評価値＝Σ｜Ｉ（ｘｉ，ｙｉ）－Ｉ（ｘｉ＋１，ｙｉ＋１）｜
【００９５】
　なお、数式５に限らず、下記数式６のように、閾値ｔ２を用いて隣接する輝度値の属性
ｂを二値化して、当該二値化した属性ｂを全ての注目点Ｐａについて総和してもよい。
《数６》
鉛直相当方向の評価値＝Σｂ（ｘｉ，ｙｉ）
但し、｜Ｉ（ｘｉ，ｙｉ）－Ｉ（ｘｉ＋１，ｙｉ＋１）｜＞ｔ２のとき、
　ｂ（ｘｉ，ｙｉ）＝１
上記以外のとき、
　ｂ（ｘｉ，ｙｉ）＝０
【００９６】
　注目点Ｐａｉの輝度値と参照点Ｐｒｉの輝度値との輝度差の絶対値が閾値ｔ２よりも大
きい場合、当該注目点Ｐａ（ｘｉ，ｙｉ）の属性ｂ（ｘｉ，ｙｉ）は‘１’となる。それ
以外の関係である場合には、注目点Ｐａｉの属性ｂ（ｘｉ，ｙｉ）は‘０’となる。この
閾値ｔ２は、注目線Ｌａが同じ立体物上にないことを判定するために実験等によって予め
設定されている。そして、第２立体物検出部３７は、注目線Ｌａ上の全注目点Ｐａについ
ての属性ｂを総和して、鉛直相当方向の評価値を求めて、エッジ線が正しいものかを判定
する。
【００９７】
　次に、本実施形態に係るエッジ情報を利用した立体物検出方法について説明する。図１
７及び図１８は、本実施形態に係る立体物検出方法の詳細を示すフローチャートである。
なお、図１７及び図１８においては、便宜上、検出領域Ａ１を対象とする処理について説
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明するが、検出領域Ａ２についても同様の処理が実行される。
【００９８】
　図１７に示すように、先ずステップＳ２１において、カメラ１０は、画角ａ及び取付位
置によって特定された所定領域を撮像する。次に視点変換部３１は、ステップＳ２２にお
いて、ステップＳ２１にてカメラ１０により撮像された撮像画像データを入力し、視点変
換を行って鳥瞰視画像データを生成する。
【００９９】
　次に輝度差算出部３５は、ステップＳ２３において、検出領域Ａ１上に注目線Ｌａを設
定する。このとき、輝度差算出部３５は、実空間上において鉛直方向に伸びる線に相当す
る線を注目線Ｌａとして設定する。次に輝度差算出部３５は、ステップＳ２４において、
検出領域Ａ１上に参照線Ｌｒを設定する。このとき、輝度差算出部３５は、実空間上にお
いて鉛直方向に伸びる線分に該当し、且つ、注目線Ｌａと実空間上において所定距離離れ
た線を参照線Ｌｒとして設定する。
【０１００】
　次に輝度差算出部３５は、ステップＳ２５において、注目線Ｌａ上に複数の注目点Ｐａ
を設定する。この際に、輝度差算出部３５は、エッジ線検出部３６によるエッジ検出時に
問題とならない程度の数の注目点Ｐａを設定する。また、輝度差算出部３５は、ステップ
Ｓ２６において、実空間上において注目点Ｐａと参照点Ｐｒとが略同じ高さとなるように
、参照点Ｐｒを設定する。これにより、注目点Ｐａと参照点Ｐｒとが略水平方向に並ぶこ
ととなり、実空間上において鉛直方向に伸びるエッジ線を検出しやすくなる。
【０１０１】
　次に輝度差算出部３５は、ステップＳ２７において、実空間上において同じ高さとなる
注目点Ｐａと参照点Ｐｒとの輝度差を算出する。次にエッジ線検出部３６は、上記の数式
１に従って、各注目点Ｐａの属性ｓを算出する。次にエッジ線検出部３６は、ステップＳ
２８において、上記の数式２に従って、各注目点Ｐａの属性ｓの連続性ｃを算出する。次
にエッジ線検出部３６は、ステップＳ２９において、上記数式３に従って、連続性ｃの総
和を正規化した値が閾値θより大きいか否かを判定する。正規化した値が閾値θよりも大
きいと判断した場合（Ｓ２９：ＹＥＳ）、エッジ線検出部３６は、ステップＳ３０におい
て、当該注目線Ｌａをエッジ線として検出する。そして、処理はステップＳ３１に移行す
る。正規化した値が閾値θより大きくないと判断した場合（Ｓ２９：ＮＯ）、エッジ線検
出部３６は、当該注目線Ｌａをエッジ線として検出せず、処理はステップＳ３１に移行す
る。この閾値θは予め設定しておくことができるが、制御部３９からの制御命令に応じて
変更することもできる。
【０１０２】
　ステップＳ３１において、計算機３０は、検出領域Ａ１上に設定可能な注目線Ｌａの全
てについて上記のステップＳ２３～ステップＳ３０の処理を実行したか否かを判断する。
全ての注目線Ｌａについて上記処理をしていないと判断した場合（Ｓ３１：ＮＯ）、ステ
ップＳ２３に処理を戻して、新たに注目線Ｌａを設定して、ステップＳ３１までの処理を
繰り返す。一方、全ての注目線Ｌａについて上記処理をしたと判断した場合（Ｓ３１：Ｙ
ＥＳ）、処理は図１８のステップＳ３２に移行する。
【０１０３】
　図１８のステップＳ３２において、第２立体物検出部３７は、図１７のステップＳ３０
において検出された各エッジ線について、当該エッジ線に沿った輝度変化を算出する。第
２立体物検出部３７は、上記数式４，５，６のいずれかの式に従って、エッジ線の輝度変
化を算出する。次に第２立体物検出部３７は、ステップＳ３３において、エッジ線のうち
、輝度変化が所定の閾値よりも大きいエッジ線を除外する。すなわち、輝度変化の大きい
エッジ線は正しいエッジ線ではないと判定し、エッジ線を立体物の検出には使用しない。
これは、上述したように、検出領域Ａ１に含まれる路面上の文字や路肩の雑草等がエッジ
線として検出されてしまうことを抑制するためである。したがって、所定の閾値とは、予
め実験等によって求められた、路面上の文字や路肩の雑草等によって発生する輝度変化に
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基づいて設定された値となる。
【０１０４】
　次に第２立体物検出部３７は、ステップＳ３４において、エッジ線の量が第２閾値β以
上であるか否かを判断する。なお、この第２閾値βは、予め実験等によって求めて設定す
る。例えば、検出対象の立体物として四輪車を設定した場合、当該第２閾値βは、予め実
験等によって検出領域Ａ１内において出現した四輪車のエッジ線の数に基づいて設定され
る。エッジ線の量が第２閾値β以上であると判定した場合（Ｓ３４：ＹＥＳ）、第２立体
物検出部３７は、ステップＳ３５において、検出領域Ａ１内に立体物が存在すると検出す
る。一方、エッジ線の量が第２閾値β以上ではないと判定した場合（Ｓ３４：ＮＯ）、第
２立体物検出部３７は、検出領域Ａ１内に立体物が存在しないと判断する。その後、図１
７及び図１８に示す処理は終了する。検出された立体物は、自車両Ｖが走行する車線の隣
の隣接車線を走行する他車両ＶＸであると判断してもよいし、検出した立体物の自車両Ｖ
に対する相対速度を考慮して隣接車線を走行する他車両ＶＸであるか否かを判断してもよ
い。なお、この第２閾値βは、上述したとおり予め設定しておくこともできるが、図３１
に示す制御部３９の制御命令に応じて変更することもできる。
【０１０５】
　以上のように、本実施形態のエッジ情報を利用した立体物の検出方法によれば、検出領
域Ａ１，Ａ２に存在する立体物を検出するために、鳥瞰視画像に対して実空間において鉛
直方向に伸びる線分としての鉛直仮想線を設定する。そして、鉛直仮想線に沿った複数の
位置ごとに、当該各位置の近傍の２つの画素の輝度差を算出し、当該輝度差の連続性に基
づいて立体物の有無を判定することができる。
【０１０６】
　具体的には、鳥瞰視画像における検出領域Ａ１，Ａ２に対して、実空間において鉛直方
向に伸びる線分に該当する注目線Ｌａと、注目線Ｌａとは異なる参照線Ｌｒとを設定する
。そして、注目線Ｌａ上の注目点Ｐａと参照線Ｌｒ上の参照点Ｐｒとの輝度差を注目線Ｌ
ａ及び参照線Ｌａに沿って連続的に求める。このように、点同士の輝度差を連続的に求め
ることにより、注目線Ｌａと参照線Ｌｒとの輝度差を求める。注目線Ｌａと参照線Ｌｒと
の輝度差が高い場合には、注目線Ｌａの設定箇所に立体物のエッジがある可能性が高い。
これによって、連続的な輝度差に基づいて立体物を検出することができる。特に、実空間
において鉛直方向に伸びる鉛直仮想線同士との輝度比較を行うために、鳥瞰視画像に変換
することによって立体物が路面からの高さに応じて引き伸ばされてしまっても、立体物の
検出処理が影響されることはない。したがって、本例の方法によれば、立体物の検出精度
を向上させることができる。
【０１０７】
　また、本例では、鉛直仮想線付近の略同じ高さの２つの点の輝度差を求める。具体的に
は、実空間上で略同じ高さとなる注目線Ｌａ上の注目点Ｐａと参照線Ｌｒ上の参照点Ｐｒ
とから輝度差を求めるので、鉛直方向に伸びるエッジが存在する場合における輝度差を明
確に検出することができる。
【０１０８】
　更に、本例では、注目線Ｌａ上の注目点Ｐａと参照線Ｌｒ上の参照点Ｐｒとの輝度差に
基づいて注目点Ｐａに属性付けを行い、注目線Ｌａに沿った属性の連続性ｃに基づいて当
該注目線Ｌａがエッジ線であるかを判断するので、輝度の高い領域と輝度の低い領域との
境界をエッジ線として検出し、人間の自然な感覚に沿ったエッジ検出を行うことができる
。この効果について詳細に説明する。図１９は、エッジ線検出部３６の処理を説明する画
像例を示す図である。この画像例は、輝度の高い領域と輝度の低い領域とが繰り返される
縞模様を示す第１縞模様１０１と、輝度の低い領域と輝度の高い領域とが繰り返される縞
模様を示す第２縞模様１０２とが隣接した画像である。また、この画像例は、第１縞模様
１０１の輝度が高い領域と第２縞模様１０２の輝度の低い領域とが隣接すると共に、第１
縞模様１０１の輝度が低い領域と第２縞模様１０２の輝度が高い領域とが隣接している。
この第１縞模様１０１と第２縞模様１０２との境界に位置する部位１０３は、人間の感覚
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によってはエッジとは知覚されない傾向にある。
【０１０９】
　これに対し、輝度の低い領域と輝度が高い領域とが隣接しているために、輝度差のみで
エッジを検出すると、当該部位１０３はエッジとして認識されてしまう。しかし、エッジ
線検出部３６は、部位１０３における輝度差に加えて、当該輝度差の属性に連続性がある
場合にのみ部位１０３をエッジ線として判定するので、エッジ線検出部３６は、人間の感
覚としてエッジ線として認識しない部位１０３をエッジ線として認識してしまう誤判定を
抑制でき、人間の感覚に沿ったエッジ検出を行うことができる。
【０１１０】
　さらに、本例では、エッジ線検出部３６により検出されたエッジ線の輝度変化が所定の
閾値よりも大きい場合には、当該エッジ線が誤判定により検出されたものと判断する。カ
メラ１０により取得された撮像画像を鳥瞰視画像に変換した場合、当該撮像画像に含まれ
る立体物は、引き伸ばされた状態で鳥瞰視画像に現れる傾向がある。例えば、上述したよ
うに他車両Ｖ２のタイヤが引き伸ばされた場合に、タイヤという１つの部位が引き伸ばさ
れるため、引き伸ばされた方向における鳥瞰視画像の輝度変化は小さい傾向となる。これ
に対し、路面に描かれた文字等をエッジ線として誤判定した場合に、鳥瞰視画像には、文
字部分といった輝度が高い領域と路面部分といった輝度が低い領域とが混合されて含まれ
る。この場合に、鳥瞰視画像において、引き伸ばされた方向の輝度変化は大きくなる傾向
がある。したがって、本例のようにエッジ線に沿った鳥瞰視画像の輝度変化を判定するこ
とによって、誤判定により検出されたエッジ線を認識することができ、立体物の検出精度
を高めることができる。
【０１１１】
《立体物の最終判断》
　図３に戻り、上述した２つの立体物検出部３３，３７による立体物の検出にあたり、本
例の立体物検出装置１は、第１立体物検出部３３による検出結果と第２立体物検出部３７
の検出結果から立体物であるか否かを最終的に判断する立体物判断部３８と、水滴検出部
４０により検出されたレンズへの水滴の付着状態に応じて水滴除去装置４１を動作させる
制御部３９とを備える。
【０１１２】
　最初に水滴検出部４０による水滴の検出方法の一例を説明する。図２４Ａは、撮像手段
であるカメラ１０を示す斜視図であり、車両の後方左側部から見た斜視図である。前述し
たとおりカメラ１０には撮影光学系を構成するレンズ（又は保護フィルタ）１１が含まれ
るが、カメラは車両の室外に装着されることから、雨滴や路面から巻き上げられた水滴が
カメラ１０の外表面であるレンズ１１に付着することが少なくない。レンズ１１に付着し
た水滴は、昼間などのように周囲環境が明るい場合には撮像画像のエッジ抽出をしても水
滴の輪郭エッジは抽出され難く、立体物の検出にさほど影響はないが、夜間のように周囲
環境が暗い場合には、撮像画像のエッジ抽出を行うと水滴の輪郭がエッジ情報として抽出
され、立体物として誤検出される可能性がある。
【０１１３】
　このため、本例ではレンズ１１に水滴が付着しているか否かを検出し、所定以上の水滴
が付着している場合には水滴除去装置４１を動作させて水滴を除去する。これにより、水
滴を立体物であると誤検出することを防止する。
【０１１４】
　図２６（ａ）は、カメラ１０で取得した撮像画像を用いて水滴の有無を検出する方法を
説明するための撮像画像上の平面を示す図である。本例の水滴検出方法では、撮像画像の
全ての画素、または特定の領域、たとえば図２に示す検出領域Ａ１，Ａ２に対応する撮像
画像中の領域の画素のそれぞれについて、着目点を設定する。図２６（ａ）は、ある１つ
の画素について着目点を設定した状態を示す。そして、この着目点を中心にした所定半径
の仮想円を想定する。この仮想円が水滴の輪郭に相当する。多くの水滴は表面張力の関係
からその輪郭が円形になることを利用するものである。



(24) JP WO2014/017523 A1 2014.1.30

10

20

30

40

50

【０１１５】
　次に、想定した仮想円の内部に複数の内側参照点（第１参照点）を設定するとともに、
仮想円の外部であって着目点と各内側参照点とを結ぶ直線上に外側参照点（第２参照点）
を設定する。たとえば、本例では図２６（ｂ）に示すように、内側参照点は着目点から１
画素の対角線だけ離れた位置に設定し、外側参照点は着目点から５画素の対角線だけ離れ
た位置に設定する。これら仮想円の半径や内側参照点と外側参照点の設定位置は、レンズ
に付着する水滴の大きさや頻度を経験的に求めることで適切な値を選択することができる
。また、一つの画素について複数の仮想円の半径（すなわち内側参照点と外側参照点）を
設定してもよい。
【０１１６】
　本例では、内側参照点として、仮想円の内部の上側中央部と、上側左部と、上側右部と
、下側左部と、下側右部との合計５点を設定し、また外側参照点として、仮想円の外部の
上側中央部と、上側左部と、上側右部と、下側左部と、下側右部との合計５点を設定する
。上側中央部は、同一車線の後続車のヘッドライトによる水滴の浮上を想定し、同様に上
側左部及び上側右部は、左右隣接車線の後続車のヘッドライトによる水滴の浮上を想定し
、下側左部及び下側右部は隣接車線との境界の白線による水滴の浮上を想定したものであ
る。少なくともこうした位置に５つずつの内側参照点と外側参照点を設定することが望ま
しいが、下側左部及び下側右部のいずれか一方の内側参照点及び外側参照点を省略しても
よい。
【０１１７】
　着目点と各内側参照点との距離は等距離であることが望ましいが、厳密な意味で等距離
である必要はない。また、着目点と各外側参照点との距離も等距離であることが望ましい
が、厳密な意味で等距離である必要はない。
【０１１８】
　以上のようにして、一つの着目点に対して複数の内側参照点とこれに対応する複数の外
側参照点とを設定したら、以下の手順で水滴の有無を検出する。図２７は水滴検出部４０
における水滴検出手順を示すフローチャートである。まず、ステップＳ５１に示すように
一つの着目点に対して複数の内側参照点とこれに対応する複数の外側参照点とを設定した
ら（本例ではいずれも５点）、ステップＳ５２にてこれら内側参照点及び外側参照点に対
応する画素の出力信号から輝度値を読み込む。そして、ステップＳ５３にて５つの外側参
照点の輝度値が全て第１判定値以下であるか否かを判定し、全て第１判定値以下である場
合はステップＳ５４へ進んで次の判定を実行する。全て第１判定値以下でない場合はステ
ップＳ５９へ進んで、この着目点については水滴の付着はないと判定する。
【０１１９】
　ステップＳ５４では、互いに対応する内側参照点と外側参照点との間のエッジ情報を検
出するために、５つの内側参照点の輝度値と、それぞれ対応する５つの外側参照点の輝度
値との差を求める。そして、ステップＳ５５にて、５つの輝度差が全て第２判定値以上で
あるか否かを判定し、全ての輝度差が第２判定値以上である場合はステップＳ５６へ進ん
で次の判定を実行する。全て第２判定値以上でない場合はステップＳ５９へ進んで、この
着目点については水滴の付着はないと判定する。
【０１２０】
　ステップＳ５６では、上側左部と上側右部の外側参照点の輝度差と、下側左部と下側右
部の外側参照点の輝度差をそれぞれ求める。そして、ステップＳ５７にて、これら２つの
輝度差が全て第３判定値以下であるか否かを判定し、全ての輝度差が第３判定値以下であ
る場合はステップＳ５８へ進んで、この着目点については水滴の付着があると判定する。
全て第３判定値以下でない場合はステップＳ５９へ進んで、この着目点については水滴の
付着はないと判定する。
【０１２１】
　ステップＳ６０では、全ての対象画素について上述したステップＳ５１～Ｓ５９の処理
が実行されたか否かを判定し、終了していない場合はステップＳ５１へ戻って次の対象画
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素について着目点と参照点とを設定し、以上の処理を繰り返す。全ての対象画素について
処理が終了したら水滴検出処理を終了する。
【０１２２】
　以上の水滴検出処理では、外側参照点の輝度値が第１判定値以下であること（すなわち
仮想円の外側が十分に暗く）と、内側参照点及び外側参照点の輝度差が第２判定値以上で
あること（すなわち、内側参照点と外側参照点との間に水滴の輪郭となり得るエッジが存
在する）と、上下それぞれの左右における輝度差が第３判定値以下であること（すなわち
、左右いずれかに水滴以外の物体等が存在しないこと）とを水滴の検出判定に用いている
。そして、これらの判定条件を全て満足する場合に水滴の付着があると判定する。特に、
５つの内側参照点及び外側参照点の輝度差が全て第２判定値以上である場合には、エッジ
情報を抽出した際に仮想円の部分が水滴の輪郭として検出される可能性が高く、エッジ情
報の集合体が円形として認識される可能性が高い。本例ではこのようにエッジ情報が円形
として認識される可能性の高さを円形性の強さと称し、円形性が強いほど水滴である可能
性が高いと判定する。
【０１２３】
　なお、上述した例では、５つの内側参照点及び外側参照点の輝度差が全て第２判定値以
上である場合に水滴が付着していると判定するが、５つのデータのうちエッジ情報が検出
される割合が所定割合以上である場合に水滴が付着していると判定してもよい。たとえば
、８つずつの内側参照点及び外側参照点を設定する場合に、８つの内側参照点及び外側参
照点の輝度差のうちの６つ又は７つ以上の輝度差が第２判定値以上である場合にはエッジ
情報の円形性が強いといえるので、水滴が付着していると判定してもよい。
【０１２４】
　次に、カメラ１０のレンズ１１に付着した水滴や泥を除去するための水滴除去装置４１
の一例を説明する。図２３に示すように、本例の水滴除去装置４１は、洗浄液を蓄積する
洗浄液貯留タンク４１１と、この洗浄液貯留タンク４１１に蓄積された洗浄液を送り出す
洗浄液ポンプ４１２と、圧縮空気を送り出す空気ポンプ４１４と、カメラ１０のレンズ１
１に向けて洗浄液、圧縮空気、或いは洗浄液と圧縮空気との混合を吐出するノズル４１６
と、を備える。
【０１２５】
　さらに、洗浄液ポンプ４１２にて送出される洗浄液を、該洗浄液を蓄積する二次タンク
４１７に導く洗浄液配管４１３と、空気ポンプ４１４にて送出される圧縮空気を、ノズル
ユニット４１８のノズル４１６に導く空気配管４１５と、洗浄液ポンプ４１２及び空気ポ
ンプ４１４の作動を制御する制御部３９と、を備える。
【０１２６】
　図２４Ａは、車両の後部に搭載されるカメラ１０に、本例の水滴除去装置４１を設置し
た状態を示す斜視図であり、車両後部に固定されたカメラ１０の側部近傍には、やはり車
両後部に固定されてレンズ１１の表面を洗浄するノズルユニット４１８が設けられている
。ノズルユニット４１８には、レンズ１１に向けて洗浄液及び圧縮空気を噴出するノズル
４１６、及びキャップ４１６ａが設けられている。ノズル４１６は、図２４Ｂに示すよう
に、その先端部に洗浄液及び圧縮空気を噴出する２個の吐出口４１９が設けられている。
即ち、ノズル７の吐出口４１９よりレンズ１１の表面に向けて洗浄液及び圧縮空気を噴出
することにより、レンズ１１の表面に付着した水滴や泥などの異物を除去する構成とされ
ている。
【０１２７】
　図２５は、図２４Ａに示すノズルユニット４１８の一部破断斜視図である。図２５に示
すように、ノズルユニット４１８の先端側に設けられるノズル４１６には、その中央部に
圧縮空気を導入する空気通路４２０が設けられ、該空気通路４２０の左右両側には、洗浄
液を導入する洗浄液通路４２１ａ，４２１ｂが設けられている。また、空気通路４２０、
及び洗浄液通路４２１ａ，４２１ｂの先端はカメラ１０のレンズ１１の表面を向くように
、略直角に屈曲している。
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【０１２８】
　さらに、洗浄液通路４２１ａ，４２１ｂの上流側には、洗浄液を一時的に蓄積する二次
タンク４１７が設けられている。該二次タンク４１７の側部には、洗浄液配管４１３を接
続するためのプラグ４１７ａ、及び空気配管４１５を接続するためのプラグ４１７ｂが設
けられ、このうちプラグ４１７ｂは、二次タンク４１７の下方に設けられた流路を介して
空気通路４２０に接続されている。すなわち、プラグ４１７ｂを経由してノズルユニット
４１８内に導入される圧縮空気は直接空気通路４２０に導入される。
【０１２９】
　また、プラグ４１７ａは、二次タンク４１７に接続され、該プラグ４１７ａを経由して
供給される洗浄液は、二次タンク４１７の上方から内部に流入する。この際、プラグ４１
７ａから二次タンク４１７に接続される配管は、鉛直方向を向いている。
【０１３０】
　また、図２５に示すように、二次タンク４１７の底部は、２系統の洗浄液通路４２１ａ
，４２１ｂに接続されている。従って、図２３に示した空気ポンプ４１４より送出される
圧縮空気は、空気配管４１５を経由してノズル４１６の空気通路４２０に導入され、一方
、洗浄液ポンプ４１２より送出される洗浄液は、二次タンク４１７に蓄積された後に、２
系統の洗浄液通路４２１ａ，４２１ｂに導入されることになる。
【０１３１】
　次に、図２３に示す制御部３９は、車両に搭載されるコントロールユニットと接続され
て、自車速度情報，ワイパースイッチ情報，ウォッシャースイッチ情報、シフトポジショ
ン情報，ヘッドライトスイッチ情報の各種の車両情報を取得し、更に、カメラ１０で撮像
される映像であるカメラ映像情報を取得する。また、該制御部３９は、カメラ映像情報に
基づいてカメラ１０のレンズ１１の表面に水滴が付着しているか否かを判断する水滴検出
部４０からの検出情報と、各種の車両情報に基づいてレンズ１１の洗浄モードを判断する
。さらに、この判断された洗浄モードに基づいて、空気ポンプ４１４の駆動を制御すると
ともに、洗浄液ポンプ４１２の駆動を制御する。
【０１３２】
　本例の水滴除去装置４１は、洗浄液と圧縮空気を噴射してレンズ１１を洗浄する加圧洗
浄モードと、圧縮空気のみを送出してレンズ１１に付着した水滴を除去するエアブローモ
ード、及び洗浄液を断続的にレンズ１１に滴下してレンズ１１に汚れが付着し難くする連
続注水モードの３つのモードが設定され、レンズ１１の汚れ状態や天候状態等の各種条件
に応じて、３つのモードのうちのいずれかを適宜選択して実行することにより、カメラ１
０を効果的に洗浄する。なお、以下の説明においては、加圧洗浄モード及び連続注水モー
ドの説明は省略し、本発明に関係するエアブローモードを用いた水滴の除去について説明
する。
【０１３３】
　本例の水滴除去装置４１のエアブローモードは、二次タンク４１７内に洗浄液が蓄積さ
れていない状態で制御部３９により空気ポンプ４１４のみを駆動させる。これにより圧縮
空気は、空気通路４２０の先端の吐出口４１９よりレンズ１１の表面に向かって吹き付け
られる。その結果、カメラ１０のレンズ１１の表面に付着した水滴を空気圧により除去す
ることができる。
【０１３４】
　このように本例の制御部３９は、水滴検出部４０によりレンズ１１に付着した水滴が検
出された場合には、水滴の付着状態に応じて水滴除去装置４１の動作を制御する。具体的
には、水滴の付着個数をカウントし、付着個数が多いほどエアブローの動作時間を長く設
定する。
【０１３５】
　図２１及び図２２は、水滴の付着個数に対するエアブローのＯＦＦ間隔の設定例を示す
制御マップである。図２１は、水滴の付着個数が多いほどエアブローのＯＦＦ間隔を短く
設定した例であり、図２２（ａ）は水滴の付着個数が少ない場合のエアブローの動作タイ
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ムチャート、図２２（ｂ）は水滴の付着個数が多い場合のエアブローの動作タイムチャー
トの一例である。水滴除去装置４１の空気ポンプ４１４の動作をＯＮ／ＯＦＦ制御する場
合に、制御部３９は、水滴検出部４０にて検出された水滴の個数が多いほど図２２（ｂ）
に示すように相対的にＯＦＦ間隔ｔ１を短く設定する（ｔ１＜ｔ０）。これにより、カメ
ラ１０のレンズ１１の表面に対してエアブローされる時間が長くなり、多量の水滴が付着
していても除去することができる。逆に少量の水滴が付着している場合はエアブローのＯ
ＦＦ間隔ｔ０を長く設定することでカメラ１０のレンズ１１の表面に対してエアブローさ
れる時間を短くし、不検出期間を極力抑制する。
【０１３６】
　次に図２０を参照して、立体物判断部３８及び制御部３９の動作を説明する。まず、ス
テップＳ４１にて水滴検出部４０によりレンズ１１への水滴の付着状態（水滴個数）を検
出し、制御部３９へ出力する。このとき、水滴が検出領域Ａ１又はＡ２の少なくとも一方
に付着している場合にのみステップＳ４２を実行し、検出領域Ａ１，Ａ２のいずれにも付
着していない場合はステップＳ４２を実行しないようにしてもよい。また、水滴の付着に
よる誤検出は環境が暗い場合に発生する可能性が高いので、カメラ１０の露出センサなど
によって環境の明るさを検出し、当該明るさが所定値以下の場合にのみステップＳ４２を
実行するようにしてもよい。
【０１３７】
　ステップＳ４２にて、制御部３９は、検出された水滴の付着状態と予め記憶された図２
１の制御マップを用いて水滴除去装置４１のエアブローモードにおけるエアブローＯＦＦ
時間を設定するとともに、設定された条件でエアブローを実行する。これにより、水滴の
付着状態に応じたエアブローが実行され、レンズ１１の表面に付着した水滴が除去される
。
【０１３８】
　ステップＳ４３では、上述した手順で差分波形情報による立体物の検出を実行する。ま
た、ステップＳ４４では、上述した手順でエッジ情報による立体物の検出を実行する。こ
れら差分情報による立体物の検出とエッジ情報による立体物の検出に際しては、予め第１
閾値α及び第２閾値βがそれぞれ第１立体物検出部３３と第２立体物検出部３７に設定さ
れている。
【０１３９】
　ステップＳ４５では、ステップＳ４３にて立体物であると検出され、且つステップＳ４
４にて立体物であると検出されたか否かを判断し、いずれのステップＳ４３，Ｓ４４でも
立体物であると検出された場合にはステップＳ４６へ進み、立体物であると最終的に判断
する。いずれかのステップＳ４３，Ｓ４４で立体物ではないと検出された場合にはステッ
プＳ４７へ進み、立体物ではないと最終的に判断する。
【０１４０】
　以上のとおり、本例の立体物検出装置１によれば、カメラ１０のレンズ１１に水滴が付
着すると、夜間などのように検出環境が暗い場合には、街灯やヘッドライト等の影響によ
って水滴を立体物であると誤検出する可能性があるが、水滴の付着個数が多いほど水滴除
去装置４１によって水滴を効率的に除去するので、立体物と水滴との誤検出を防止するこ
とができる。
【０１４１】
　ちなみに、図３の位置合わせ部３２及び第１立体物検出部３３にて差分波形情報を生成
するにあたり、上述した実施形態では図４に示すように自車両の移動速度に基づいて、現
在時刻の鳥瞰視画像と一時刻前の鳥瞰視画像とを鳥瞰視画像の実空間における移動距離だ
け位置をずらして位置合わせし、この状態での差分画像を求め、これから差分波形情報を
生成したが、以下の方法によることもできる。
【０１４２】
　すなわち、異なるタイミングにおける撮像画像をオフセットさせた差分画像では、移動
物体の特徴点に対応する画素量（差分を示す画素数）が大きく現れ、異なるタイミングに
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おける撮像画像をオフセットさせない差分画像では静止物体の特徴点に対応する画素量が
大きく現れる。そこで、本例では、オフセットしたタイミングの異なる撮像画像の差分画
像の画素値（エッジ量）と、オフセットしないタイミングの異なる撮像画像の差分画像の
画素値（エッジ量）とを比較することにより、立体物が静止物体であるか移動物体である
かを判断する。
【０１４３】
　図２８（ａ）に示すように、過去のタイミングＴ０において、検出領域Ａ１，Ａ２内に
立体物の像Ｑ（Ｔ０）が検出され、Ｔ０のタイミングの後の現在のタイミングＴ１におい
て、検出領域Ａ１，Ａ２内に立体物の像Ｑ（Ｔ１）が検出された場合には、検出主体であ
る自車両Ｖは方向Ｂに沿って移動するので、画像上、過去のタイミングＴ０において検出
された立体物の像Ｑ（Ｔ０）は、検出領域Ａ１，Ａ２の図中上側の立体物の像Ｑ（Ｔ１）
の位置へ移動する。
【０１４４】
　そして、図２８（ｂ）に示すように、現在のタイミングＴ１において検出された立体物
の像Ｑ（Ｔ１）の画素またはエッジ成分の分布と、過去のタイミングＴ０において検出さ
れた立体物の像Ｑ（Ｔ０）の像であって、所定量だけオフセットさせた立体物の像Ｑ（Ｔ
０Ａ）の画素またはエッジ成分の分布と、同じく過去のタイミングＴ０において検出され
た立体物の像Ｑ（Ｔ０）の像であって、オフセットをさせない立体物の像Ｑ（Ｔ０Ｂ）の
画素またはエッジ成分の分布を得る。
【０１４５】
　図２８(ｂ)に示すように、画像Ｔ１とオフセットされた画像Ｔ０Ａとを比較すると、画
像Ｔ１における立体物の像Ｑ（Ｔ１）と画像Ｔ０Ａにおける立体物の像Ｑ（Ｔ０Ａ）との
位置（自車両Ｖの移動方向Ｂに沿う位置）はほぼ共通する。他方、同図に示すように、画
像Ｔ１とオフセットしない画像Ｔ０Ｂとを比較すると、画像Ｔ１における立体物の像Ｑ（
Ｔ１）と画像Ｔ０Ｂにおける立体物の像Ｑ（Ｔ０Ｂ）との位置（自車両Ｖの移動方向Ｂに
沿う位置）は異なる。つまり、Ｔ１とＴ０Ａとの差分画像を求めると、共通する部分につ
いては差し引かれて残らないので、特徴として抽出される画素の数は少なく、Ｔ１とＴ０
Ｂとの差分画像を求めると、異なる部分が残るので、特徴として抽出される画素の数は相
対的に多い。
【０１４６】
　次に、立体物が移動物体であるか静止物体であるかを考慮して、図２８に示す着目点を
説明する。図２９に基づいて立体物が移動物体である場合を説明し、図３０に基づいて立
体物が静止物体である場合を説明する。
【０１４７】
　図２９（ａ）に示すように、検出される立体物が移動する他車両ＶＸである場合には、
自車両Ｖと他車両ＶＸの両方が移動するので、自車両Ｖと他車両ＶＸとは所定の位置関係
を保つ傾向がある。つまり、撮像画像をオフセットすると他車両ＶＸの位置は、却ってず
れる傾向があり、差分画像ＰＤｔには特徴となりうる画素(エッジ)が多く検出される。他
方、図２９（ｂ）に示すように、撮像画像をオフセットしない場合には、自車両Ｖと他車
両ＶＸの位置は接近する傾向があり、差分画像ＰＤｔには特徴となりうる画素(エッジ)が
少なく検出される。差分画像ＰＤｔにおける画素(エッジ)が多ければ積算値は高くなり、
差分画像ＰＤｔにおける画素(エッジ)が少なければ差分波形情報における積算値は低くな
る傾向がある。
【０１４８】
　また、図３０（ａ）に示すように、検出される立体物が静止した静止物体Ｑ１である場
合には、自車両Ｖが移動する一方で静止物体Ｑ１は静止しているので、自車両Ｖと静止物
体Ｑ１とは離隔する傾向がある。つまり、撮像画像をオフセットすると自車両Ｖと静止物
体Ｑ１の位置は接近する傾向があり、差分画像ＰＤｔには特徴となりうる画素(エッジ)は
少なく検出される。他方、図３０（ｂ）に示すように、撮像画像をオフセットしないと、
自車両Ｖの移動に伴い静止物体Ｑ１の位置が前回の撮像画像とは異なる傾向があり、差分
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画像ＰＤｔには特徴となりうる画素(エッジ)が多く検出される。差分画像ＰＤｔにおける
画素(エッジ)が多ければ輝度分布情報における積算値は高くなり、差分画像ＰＤｔにおけ
る画素(エッジ)が少なければ輝度分布情報における積算値は低くなる傾向がある。
【０１４９】
　上述した考え方は、エッジ情報を用いる場合も同様に適用することができる。
　つまり、立体物が検出された第１の時刻Ｔ０において得られた第１鳥瞰視画像の位置と
、第１の時刻の後の第２の時刻Ｔ１において得られた第２鳥瞰視画像の位置とを鳥瞰視上
で位置合わせし、この位置合わせされた鳥瞰視画像の差分画像上において、互いに隣接す
る画像領域の輝度差が所定閾値以上である画素数をカウントして度数分布化して生成した
第１輝度分布情報の第１積算値を求める。つまり、自車両Ｖの移動量を考慮して、オフセ
ットした差分画像を生成する。オフセットする量ｄ’は、図４（ａ）に示した自車両Ｖの
実際の移動距離に対応する鳥瞰視画像データ上の移動量に対応し、車速センサ２０からの
信号と一時刻前から現時刻までの時間に基づいて決定される。第１積算値は、第１輝度分
布情報としてプロットされた値の全部又は所定領域の合計値である。
【０１５０】
　続いて、第１の時刻Ｔ０において得られた第１鳥瞰視画像と、第１の時刻Ｔ０の後の第
２の時刻Ｔ１において得られた第２鳥瞰視画像との、位置をずらさないで得られた差分画
像上において、互いに隣接する画像領域の輝度差が所定閾値以上である画素数をカウント
して度数分布化して生成した第２輝度分布情報の第２積算値を求める。つまり、オフセッ
トさせない差分画像を生成し、その積算値（第２積算値）を算出する。第２積算値は、第
２輝度分布情報としてプロットされた値の全部又は所定領域の合計値である。
【０１５１】
　そして、第２積算値が第１積算値よりも大きいと判断された回数に応じた評価値が所定
の評価閾値以上である場合には、第１立体物検出部３３により検出された立体物が「移動
物体」であると判断する。評価値の算出手法は限定されないが、本実施形態では、所定周
期で繰り返し実行される処理において、第２積算値が第１積算値よりも大きいと判断され
る度に、評価ポイントをカウントアップし、その合計値を「評価値」として求める。
【０１５２】
　このように、異なる時刻の撮像画像に基づいて、オフセットさせた過去の撮像画像と現
在の撮像画像との差分画像から抽出される画素量(エッジ量)と、オフセットさせない過去
の撮像画像と現在の撮像画像との差分画像から抽出される画素量(エッジ量)との大小関係
に基づいて、移動物体の画像遷移の特徴と静止物体の画像遷移の特徴とを識別し、立体物
が移動物体であるか静止物体であるかを高い精度で判断することができる。
【０１５３】
　本例では、オフセットしていない画像との差分画像において所定差分を示す画素(エッ
ジ量)の第２積算値が、オフセットした画像との差分画像において所定差分を示す画素(エ
ッジ量)の第１積算値よりも大きいと判断された場合には、第１カウント値を加算して評
価値を算出する。つまり、第２積算値が第１積算値よりも大きいという判断が積み重なる
につれて、評価値を増加させる。そして、評価値が所定の評価閾値以上である場合には、
立体物が静止物体であると判断する。
【０１５４】
　この処理において、第２積算値が第１積算値よりも大きいという内容の判断が連続する
場合には、この判断の連続回数が増えるにつれて、第１カウント値を高く設定する。この
ように、第２積算値が第１積算値よりも大きい判断が連続する場合には、検出された立体
物が静止物体である可能性が高まっていると判断し、評価値がより大きくなるように第１
カウント値を大きくするので、継時的な観察結果に基づいて、立体物が移動物体であるか
否かを高い精度で判断することができる。
【０１５５】
　また、第２積算値が第１積算値よりも大きいと判断された場合には第１カウント値を加
算するとともに、第２積算値が第１積算値よりも小さいと判断された場合には、第２カウ
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ント値を減算して評価値を算出してもよい。この場合において、静止物検出部３８は、第
２積算値が第１積算値よりも大きいという内容の判断がされた後に、第２積算値が第１積
算値よりも小さいという内容の判断がされ、さらにその後に、第２積算値が第１積算値よ
りも大きいという内容の判断がされた場合には、第１カウント値を高く設定する。
【０１５６】
　このように、第２積算値が第１積算値よりも大きいという判断と、第１積算値が第２積
算値よりも大きいという判断とが入れ替わり生じる場合は、検出された立体物は静止物体
である可能性が高いと判断し、評価値が大きくなるように第１カウント値を大きくするの
で、継時的な観察結果に基づいて、静止物体を高い精度で判断することができる。ちなみ
に、移動物体の特徴の検出状態は安定的に観察できる傾向が高い。検出結果が不安定であ
り、立体物が静止物体であるという判断結果が離散的に検出された場合には、検出された
立体物は静止物体である可能性が高いと判断することができるからである。
【０１５７】
　また、第２積算値が第１積算値よりも小さいと判断された場合には、第２カウント値を
減算して評価値を算出する。この場合において、第２積算値が第１積算値よりも小さいと
いう内容の判断が所定回数以上連続した場合には、第２カウント値を高く設定する。
【０１５８】
　このように、第２積算値が第１積算値よりも小さいと判断した場合には、検出された立
体物が移動物体（他車両ＶＸ）である可能性が高いと判断し、静止物体を判断するための
評価値が小さくなるように、減算に係る第２カウント値を大きくするので、継時的な観察
結果に基づいて、静止物体を高い精度で判断することができる。
【０１５９】
＜第２実施形態＞
　本発明に係る立体物検出装置の第２実施形態を図３１～図３６を参照して説明する。な
お、図４～図１２に示す差分波形情報による立体物の検出の構成及び図１３～図１９に示
すエッジ情報による立体物の検出の構成は、特段の説明がない限り上述した第１実施形態
と共通するので第１実施形態の説明をここに援用する。
【０１６０】
　図３１に示すように、本例の計算機３０は、視点変換部３１と、位置合わせ部３２と、
第１立体物検出部３３と、スミア検出部３４と、輝度差算出部３５と、エッジ線検出部３
６と、第２立体物検出部３７と、立体物判断部３８と、制御部３９とを備える。このうち
、視点変換部３１、スミア検出部３４と、位置合わせ部３２及び第１立体物検出部３３が
上述した第１実施形態の差分波形情報を利用した立体物の検出ブロックＡに関する構成部
であり、視点変換部３１、輝度差算出部３５、エッジ線検出部３６及び第２立体物検出部
３７が上述した第１実施形態のエッジ情報を利用した立体物の検出ブロックＢに関する構
成部である。以下、第１実施形態との主な相違点を説明する。
【０１６１】
《立体物の最終判断》
　図３１に示す本例の立体物検出装置１は、２つの立体物検出部３３，３７による立体物
の検出にあたり、第１立体物検出部３３による検出結果と第２立体物検出部３７の検出結
果から立体物であるか否かを最終的に判断する立体物判断部３８と、水滴検出部４０によ
り検出されたレンズへの水滴の付着状態に応じて第１立体物検出部３３の第１閾値αと第
２立体物検出部３７の第２閾値βとを設定する制御部３９とを備える。なお、水滴検出部
４０による水滴の検出方法は、図２６及び図２７に示す第１実施形態と同じであるためそ
の説明を省略する。
【０１６２】
　本例においても、図２４Ａ，２４Ｂに示す撮像手段であるカメラ１０を備える。前述し
たとおりカメラ１０には撮影光学系を構成するレンズ（又は保護フィルタ）１１が含まれ
るが、カメラは車両の室外に装着されることから、雨滴や路面から巻き上げられた水滴が
カメラ１０の外表面であるレンズ１１に付着することが少なくない。レンズ１１に付着し
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た水滴は、昼間などのように周囲環境が明るい場合には撮像画像のエッジ抽出をしても水
滴の輪郭エッジは抽出され難く、立体物の検出にさほど影響はないが、夜間のように周囲
環境が暗い場合には、撮像画像のエッジ抽出を行うと水滴の輪郭がエッジ情報として抽出
され、立体物として誤検出される可能性がある。
【０１６３】
　このため、本例ではレンズ１１に水滴が付着しているか否かを検出し、所定以上の水滴
が付着している場合には、立体物との誤検出を防止するために立体物の検出を抑制する。
具体的には、制御部３９によって第１立体物検出部３３の第１閾値αと、第２立体物検出
部３７の第２閾値βとの少なくとも一方を、それまでの通常設定値より相対的に高く設定
する。これにより、立体物判断部３８により立体物であると判断される可能性を低くし、
水滴を立体物であると誤検出することを防止する。
【０１６４】
　本例の制御部３９は、水滴検出部４０によりレンズ１１に付着した水滴が検出された場
合には、第１立体物検出部３３又は第２立体物検出部３７により検出された立体物が他車
両ＶＸであると判断されることを抑制するために、検出された水滴に対応する像が検出領
域Ａ１，Ａ２に存在する他車両ＶＸであると判断されることが抑制されるように計算機３
０を構成する各部（制御部３９を含む）を制御する制御命令を出力する。第１立体物検出
部３３又は第２立体物検出部３７により検出された立体物が他車両ＶＸであると判断され
ることを抑制する具体的方法は、以下のとおりである。
【０１６５】
　差分波形情報を用いて立体物を検出する第１立体物検出部３３が、差分波形情報が所定
の第１閾値α以上であるときに立体物を検出する場合において、制御部３９は、水滴検出
部４０がレンズ１１に付着した水滴を検出した場合には、立体物が検出され難いように第
１閾値αを高く変更する制御命令を生成し、この制御命令を第１立体物検出部３３に出力
する。
【０１６６】
　同じく、第１立体物検出部３３が、差分波形情報が所定の第１閾値α以上であるときに
立体物を検出する場合において、制御部３９は、水滴検出部４０がレンズ１１に付着した
水滴を検出した場合には、鳥瞰視画像の差分画像上において所定の差分を示す画素数をカ
ウントして度数分布化された値を低く変更して出力させる制御命令を生成し、この制御命
令を第１立体物検出部３３に出力する。
【０１６７】
　また、差分波形情報を用いて立体物を検出する第１立体物検出部３３が閾値ｐ以上の画
素値を示す画素数を所定の差分を示す画素数として抽出する場合において、制御部３９は
、水滴検出部４０がレンズ１１に付着した水滴を検出した場合には、立体物が検出され難
いように閾値ｐを高く変更する制御命令を生成し、この制御命令を第１立体物検出部３３
に出力する。
【０１６８】
　同じく、第１立体物検出部３３が閾値ｐ以上の画素値を示す画素数を所定の差分を示す
画素数として抽出する場合において、制御部３９は、水滴検出部４０がレンズ１１に付着
した水滴を検出した場合には、鳥瞰視画像を視点変換した際に立体物が倒れ込む方向に沿
って、差分画像上において抽出される画素数を低く変更して出力する制御命令を生成し、
この制御命令を第１立体物検出部３３に出力する。
【０１６９】
　一方、エッジ情報を用いて立体物を検出する第２立体物検出部３７が所定閾値ｔ以上の
輝度差を示す画素に基づいてエッジ線を抽出する場合において、制御部３９は、水滴検出
部４０がレンズ１１に付着した水滴を検出した場合には、立体物が検出され難いように所
定閾値ｔを高く変更する制御命令を生成し、この制御命令を第２立体物検出部３７に出力
する。
【０１７０】
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　同じく、エッジ情報を用いて立体物を検出する第２立体物検出部３７が所定閾値ｔ以上
の輝度差を示す画素に基づいてエッジ線を抽出する場合において、制御部３９は、水滴検
出部４０がレンズ１１に付着した水滴を検出した場合には、画素の輝度値を低く変更して
出力する制御命令を生成し、この制御命令を第２立体物検出部３７に出力する。
【０１７１】
　同じく、エッジ情報を用いて立体物を検出する第２立体物検出部３７がエッジ情報に含
まれる閾値θ以上の長さを有するエッジ線に基づいて立体物を検出する場合において、制
御部３９は、水滴検出部４０がレンズ１１に付着した水滴を検出した場合には、立体物が
検出され難いように閾値θを高く変更する制御命令を生成し、この制御命令を第２立体物
検出部３７に出力する。
【０１７２】
　同じく、エッジ情報を用いて立体物を検出する第２立体物検出部３７がエッジ情報に含
まれる閾値θ以上の長さを有するエッジ線に基づいて立体物を検出する場合において、制
御部３９は、水滴検出部４０がレンズ１１に付着した水滴を検出した場合には、検出した
エッジ情報のエッジ線の長さの値を低く変更して出力させる制御命令を生成し、この制御
命令を第２立体物検出部３７に出力する。
【０１７３】
　同じく、エッジ情報を用いて立体物を検出する第２立体物検出部３７がエッジ情報に含
まれる所定長さ以上のエッジ線、例えば閾値θ以上の長さを有するエッジ線の本数が第２
閾値β以上であるか否かの判断に基づいて立体物を検出する場合において、制御部３９は
、水滴検出部４０がレンズ１１に付着した水滴を検出した場合には、立体物が検出され難
いように第２閾値βを高く変更する制御命令を生成し、この制御命令を第２立体物検出部
３７に出力する。
【０１７４】
　同じく、エッジ情報を用いて立体物を検出する第２立体物検出部３７がエッジ情報に含
まれる所定長さ以上のエッジ線、例えば閾値θ以上の長さを有するエッジ線の本数が第２
閾値β以上であるか否かの判断に基づいて立体物を検出する場合において、制御部３９は
、水滴検出部４０がレンズ１１に付着した水滴を検出した場合には、検出した所定長さ以
上のエッジ線の本数を低く出力する制御命令を生成し、この制御命令を第２立体物検出部
３７に出力する。
【０１７５】
　また、立体物判断部３８は、検出された立体物の移動速度が予め設定された所定速度以
上であるときに、この立体物を他車両であると判断する場合において、制御部３９は、水
滴検出部４０がレンズ１１に付着した水滴を検出した場合には、立体物が検出され難いよ
うに立体物を他車両であると判断する際の下限となる所定速度を高く変更する制御命令を
生成し、この制御命令を立体物判断部３８に出力する。
【０１７６】
　同じく、立体物判断部３８は、検出された立体物の移動速度が予め設定された所定速度
以上であるときに、この立体物を他車両であると判断する場合において、制御部３９は、
水滴検出部４０がレンズ１１に付着した水滴を検出した場合には、立体物を他車両である
と判断する際の下限となる所定速度と比較される立体物の移動速度を低く変更して出力す
る制御命令を生成し、当該制御命令を立体物判断部３８に出力する。
【０１７７】
　また、立体物判断部３８が、検出された立体物の移動速度が予め設定された所定速度未
満であるときに、この立体物を他車両であると判断する場合において、制御部３９は、水
滴検出部３９がレンズ１１に付着した水滴を検出した場合には、立体物を他車両であると
判断する際の上限となる所定速度を低く変更する制御命令を生成し、この制御命令を立体
物判断部３８に出力する。
【０１７８】
　同じく、立体物判断部３８検出された立体物の移動速度が予め設定された所定速度未満
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であるときに、この立体物を他車両であると判断する場合において、制御部３９は、水滴
検出部４０がレンズ１１に付着した水滴を検出した場合には、立体物を他車両であると判
断する際の上限となる所定速度と比較される立体物の移動速度を高く変更する制御命令を
生成し、この制御命令を立体物判断部３８に出力する。
【０１７９】
　なお、ここで「移動速度」は、立体物の絶対速度、および自車両に対する立体物の相対
速度を含む。立体物の絶対速度は立体物の相対速度から算出してもよいし、立体物の相対
速度は立体物の絶対速度から算出してもよい。
【０１８０】
　さらに、制御部３９は、第１立体物検出部３３又は第２立体物検出部３７による立体物
が存在するという検出結果、又は立体物判断部３８による立体物が最終的に他車両ＶＸで
あるという判断結果が出ることを抑制するために、検出領域Ａ１，Ａ２を部分的にマスク
し、又は検出や判断に用いられる閾値や出力値を調整してもよい。
【０１８１】
　具体的に、制御部３９は、レンズ１１に付着した水滴の位置に対応する検出領域Ａ１，
Ａ２の一部分の位置情報（画像座標情報）を指定し、そのマスクした領域における立体物
の検出処理又は立体物が他車両ＶＸであるか否かの判断を行わない制御指令、マスクした
領域において立体物は非検出である又はマスクした領域における立体物は他車両ＶＸでは
ない旨の結果を出力させる制御指令を生成して第１立体物検出部３３、第２立体物検出部
３７又は立体物判断部３８へ送出する。このマスクした領域において立体物は非検出であ
る又はマスクした領域における立体物は他車両ＶＸではない旨の結果を出力させる制御指
令は、マスク領域の画像データを指定する指令と、上述したように各閾値または各出力値
を変更する指令を含む。
【０１８２】
　このように、制御部３９は、閾値や出力値を変更させる制御指令、立体物の検出処理又
は立体物が他車両ＶＸであるか否かの判断を中止させる制御指令、立体物は非検出である
又は立体物は他車両ＶＸではない旨の結果を出力させる制御指令を生成して第１立体物検
出部３３、第２立体物検出部３７又は立体物判断部３８へ送出する。
【０１８３】
　本例の第１立体物検出部３３又は第２立体物検出部３７は、制御部３９の制御命令に従
い、画像情報、差分波形情報、エッジ情報の一部を処理対象となる情報から除外し、閾値
又は出力値を調整し、厳しい基準の下で立体物の検出を行い、立体物は非検出である旨の
検出結果を出力する処理を実行し、又は立体物検出処理自体を中止する。同様に、立体物
判断部３８は、制御部３９の制御命令に従い、閾値又は出力値を調整し、厳しい基準の下
で検出された立体物が他車両ＶＸであるか否かの判断を行い、立体物は他車両ＶＸではな
い旨の判断を出力し、又は立体物判断処理自体を中止する。上記立体物判断に係る制御処
理は、各検出領域Ａ１，Ａ２の像を受像するレンズ１１に水滴が付着している状況が水滴
検出部４０により検出された場合に行われる。
【０１８４】
　次に、本例の制御部３９による立体物の検出抑制の一例を説明する。以下の例では、水
滴検出部４０により検出された水滴の付着状態に応じて、第１立体物検出部３３の第１閾
値αと第２立体物検出部３７の第２閾値βとを設定し、より具体的には、水滴検出部４０
により検出された水滴の個数が多いほど、第１閾値α及び第２閾値βの少なくとも一方を
大きく設定する。この場合の水滴の個数は、撮像画像の全体に対応するレンズ全体の個数
でも、検出領域Ａ１，Ａ２といった特定領域に対応するレンズ領域に付着した個数であっ
てもよい。
【０１８５】
　図３３～図３６は、水滴の付着個数に対する第１閾値α又は第２閾値βの設定例を示す
制御マップである。図３３は、水滴の付着個数が多いほど第１閾値α又は第２閾値βを階
段的に増加させた例であり、図３４は同様に水滴の付着個数が多いほど第１閾値α又は第
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２閾値βを階段的に増加させた例であるが、制御のハンチングを防止するためにヒステリ
シスを設定した例である。また、図３５は、水滴の付着個数が多いほど第１閾値α又は第
２閾値βを比例して増加させた例であり、図３６は同様に水滴の付着個数が多いほど第１
閾値α又は第２閾値βを比例して増加させた例であるが、制御のハンチングを防止するた
めにヒステリシスを設定した例である。
【０１８６】
　次に図３２を参照して、立体物判断部３８及び制御部３９の動作を説明する。まず、ス
テップＳ４１にて水滴検出部４０によりレンズ１１への水滴の付着状態（水滴個数）を検
出し、制御部３９へ出力する。ステップＳ４２にて、制御部３９は、検出された水滴の付
着状態と予め記憶された図３３～図３６のいずれかの制御マップを用いて第１閾値αと第
２閾値βを演算し、第１立体物検出部３３と第２立体物検出部３７に出力する。
【０１８７】
　ステップＳ４３では、上述した手順で差分波形情報による立体物の検出を実行する。ま
た、ステップＳ４４では、上述した手順でエッジ情報による立体物の検出を実行する。こ
れら差分情報による立体物の検出とエッジ情報による立体物の検出に際しては、水滴の付
着状態に応じた第１閾値α及び第２閾値βがそれぞれ第１立体物検出部３３と第２立体物
検出部３７に設定されている。
【０１８８】
　ステップＳ４５では、ステップＳ４３にて立体物であると検出され、且つステップＳ４
４にて立体物であると検出されたか否かを判断し、いずれのステップＳ４３，Ｓ４４でも
立体物であると検出された場合にはステップＳ４６へ進み、立体物であると最終的に判断
する。いずれかのステップＳ４３，Ｓ４４で立体物ではないと検出された場合にはステッ
プＳ４７へ進み、立体物ではないと最終的に判断する。
【０１８９】
　以上のとおり、本例の立体物検出装置１によれば、カメラ１０のレンズ１１に水滴が付
着すると、夜間などのように検出環境が暗い場合には、街灯やヘッドライト等の影響によ
って水滴を立体物であると誤検出する可能性があるが、水滴の付着個数が多いほど立体物
の検出を抑制するので、立体物と水滴との誤検出を防止することができる。
【０１９０】
　ちなみに、図３１の位置合わせ部３２及び第１立体物検出部３３にて差分波形情報を生
成するにあたり、上述した第２実施形態では図４に示すように自車両の移動速度に基づい
て、現在時刻の鳥瞰視画像と一時刻前の鳥瞰視画像とを鳥瞰視画像の実空間における移動
距離だけ位置をずらして位置合わせし、この状態での差分画像を求め、これから差分波形
情報を生成したが、上述した第１実施形態と同様に図２８～図３０に示す他の方法による
こともできる。
【０１９１】
　以上のように構成され作用する本例の立体物検出装置１は、以下の効果を奏する。
（１）本例の立体物検出装置１によれば、画像中の任意の着目点と、当該着目点を中心と
する所定半径の仮想円の内部に複数の内側参照点と、仮想円の外部に内側１参照点に対応
する複数の外側参照点とをそれぞれ設定し、これら内側参照点と外側参照点との間のエッ
ジ情報を検出し、これらのエッジ情報の円形性の強さを判断することで、カメラ１０のレ
ンズ１１に付着した水滴を検出するので、水滴を精度よく検出することができる。
【０１９２】
（２）また本例の立体物検出装置１によれば、カメラ１０のレンズ１１に水滴が付着する
と、夜間などのように検出環境が暗い場合には、街灯やヘッドライト等の影響によって水
滴を立体物であると誤検出する可能性があるが、水滴の付着状態に応じて水滴除去装置４
１を動作させて水滴を除去するので、立体物と水滴との誤検出を防止することができる。
【０１９３】
（３）また本例の立体物検出装置１によれば、カメラ１０のレンズ１１に水滴が付着する
と、夜間などのように検出環境が暗い場合には、街灯やヘッドライト等の影響によって水
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滴を立体物であると誤検出する可能性があるが、水滴の付着状態に応じて立体物が他車両
であると判断されることを抑制するので、立体物と水滴との誤検出を防止することができ
る。
【０１９４】
　上記カメラ１０は本発明に係る撮像手段に相当し、上記レンズ１１は本発明に係る撮影
光学系に相当し、上記視点変換部３１は本発明に係る画像変換手段に相当し、上記位置合
わせ部３２及び第１立体物検出部３３は本発明に係る第１立体物検出手段に相当し、上記
輝度差算出部３５，エッジ線検出部３６及び第２立体物検出部３７は本発明に係る第２立
体物検出手段に相当し、上記立体物判断部３８は本発明に係る立体物判断手段に相当し、
上記水滴検出部４０は本発明に係る水滴検出手段に相当し、上記制御部３９は本発明に係
る制御手段に相当し、水滴除去装置４１は水滴除去手段に相当する。
【符号の説明】
【０１９５】
１…移動距離検出装置
１０…カメラ
１１…レンズ
２０…車速センサ
３０…計算機
３１…視点変換部
３２…位置合わせ部
３３…第１立体物検出部
３４…スミア検出部
３５…輝度差算出部
３６…エッジ検出部
３７…第２立体物検出部
３８…立体物判断部
３９…制御部
４０…水滴検出部
４１…水滴除去装置
ａ…画角
Ａ１，Ａ２…検出領域
ＣＰ…交点
ＤＰ…差分画素
ＤＷｔ，ＤＷｔ’…差分波形
ＤＷｔ１～ＤＷｍ，ＤＷｍ＋ｋ～ＤＷｔｎ…小領域
Ｌ１，Ｌ２…接地線
Ｌａ，Ｌｂ…立体物が倒れ込む方向上の線
Ｐ…撮像画像
ＰＢｔ…鳥瞰視画像
ＰＤｔ…差分画像
ＭＰ…マスク画像
Ｓ…スミア
ＳＰ…スミア画像
ＳＢｔ…スミア鳥瞰視画像
Ｖ１，Ｖ２…自車両
Ｖ３，Ｖ４，ＶＸ…他車両
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【図３０】 【図３１】
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